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本日の会議に付した事件 

 

                      平成２５年第３回山元町議会定例会（第４日目） 

                      平成２５年９月９日（月）午前１０時 

 

日程第 １ 会議録署名議員の指名 

日程第 ２ 議案第８１号 山元町町税条例の一部を改正する条例 

日程第 ３ 議案第８２号 山元町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

日程第 ４ 報告第１８号 平成２４年度決算山元町健全化判断比率について 

日程第 ５ 報告第１９号 平成２４年度決算山元町公営企業経営健全化判断比率について 

日程第 ６ 認定第 １号 平成２４年度山元町一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第 ７ 認定第 ２号 平成２４年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第 ８ 認定第 ３号 平成２４年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第 ９ 認定第 ４号 平成２４年度山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第１０ 認定第 ５号 平成２４年度亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第１１ 認定第 ６号 平成２４年度山元町水道事業会計決算認定について 

日程第１２ 認定第 ７号 平成２４年度山元町下水道事業会計決算認定について 

                                             

午前１０時００分 開 議 

議 長（阿部 均君）ただいまから、平成２５年第３回山元町議会定例会第４日目の会議を開きま

す。 

      これから本日の会議を開きます。 

      本日の議事日程は、お手元に配布のとおりです。 

〔議事日程は別添のとおり〕 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第１．会議録署名議員の指名を行います。 

      会議録署名議員は、山元町議会会議規則第１２４条の規定によって、６番遠藤龍之君、

７番齋藤慶治君を指名します。 

      これから議長諸報告を行います。 

      総括質疑通告書の受理、岩佐哲也君ほか２名の議員から総括質疑の通告がありました

ので、その一覧表を配布しております。 

      これで議長諸報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第２．議案第８１号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。大変申しわけございませんが、説明前に配布資料にちょ

っと記載ミスがございましたので、訂正方ひとつお願いいたします。 
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      今回の条例議案資料№１と資料№２の右側の上にあります括弧書きですが、第３回議

会「臨時会」となっております。これは「定例会」の誤りでございますので、大変申し

わけございませんが、定例会と訂正の方よろしくお願いいたします。申しわけございま

せんでした。 

      議案第８１号山元町町税条例の一部を改正する条例についてご説明をいたします。 

      皆様に配布させていただいております配布資料№１の条例議案の概要書においてご説

明をさせていただきます。 

      地方税法の一部を改正する法律第２条に係る改正について、６月１２日に政令及び省

令が公布されたことに伴い、町税条例の関係条文を改正するものであります。 

      まず、１点目の公的年金等に係る町民税の特別徴収でございますが、資料の裏面、別

紙資料№１でご説明をさせていただきたいと考えております。よろしくお願いいたしま

す。 

      ②の年金特徴者が町外に転出した場合の公的年金等に係る町民税の徴収方法の改正に

ついてでございます。現行制度における町民税の公的年金からの特別徴収対象者は、介

護保険料の特別徴収の対象者となっていることが条件になっております。このことから、

町外に転出した場合には介護保険に準じて特別徴収を停止し、普通徴収に切りかえるこ

ととされております。 

      今回の改正は、町民税は介護保険料と異なり、年税額の全額が賦課期日１月１日にな

りますが、住所のある市町村へ納めることと定められておりますことから、徴収方法を

かえる必要がないことから、継続して特別徴収ができるように改正がなされました。 

      改正内容につきましては、図の中で改正後のところを見ていただきたいのですが、賦

課期日１月１日以降、３月３１日までの間に他の市町村に転出した場合、転出前の市町

村で４月、６月、８月の年金支給日に特別徴収で仮徴収を行います。 

      ただし、本徴収に必要な年金受給者情報は、４月１日を基準としていることから、年

金保険者、厚生労働大臣とか地方公務員共済等からの転出先への市町村に通知され、転

出前の市町村に情報が通知されないことから、本徴収分は普通徴収の方法で徴収すると

いうことになります。 

      また、４月１日から１２月３１日までの間に他の市町村に転出した場合には、賦課期

日時点の住所地の市町村が当該年度中の特別徴収を継続することとする改正になります。

このことによりまして、特別徴収が継続されることから、納税者は納期ごとに金融機関

で納付することもなく、また、町においても転出者に係る納税通知書の作成、発送等の

徴収事務の効率化が図られます。 

      続いて、②の公的年金からの町民税に係る特別徴収の制度の見直しについては、４月、

６月、８月の仮徴収分の算定方法を改め、収入の増減や控除額等で住民税の年間納税額

が大きく変動した場合でも、年間の徴収額をできるだけ平準化するための改正がなされ

ております。 

      現行制度では、翌年度の仮徴収額は、前年度の１０月、１２月、２月の本徴収分を仮

徴収としていることから、一旦仮徴収と本徴収に差が出ますと不均衡は解消できません。

このことから、今回の改正において年間を通じて特別徴収の平準化を図るため、仮徴収

額を前年度の年税額の２分の１に相当する額に改正がなされております。 

      図上でＮと年度が入っておりますが、Ｎ、これが当該年度、Ｎ１が翌年度、Ｎ２が翌々
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年度という形で見ていただきたいと考えております。 

      このことから、今回改正において、年間を通じた特別徴収額の平準化を図るため、年

税額の２分の１が仮徴収にくるという改正でございますので、年金者の方が年税額が２

年間連続同額の場合には、仮徴収額と本徴収額が一致、年金支給の際に徴収される額が

一定になることから、年金受給額も同じく一定となります。また、町におきましても年

間徴収額が平準化が図られるという形になります。 

      これ図でいきますと、改正後の右側、一番下ですね。Ｎ２、Ｎ３のところで出てきま

すように、Ｎ３のところになりますと、丸々Ｎ２の免税額の２分の１が入ってきますの

で、同額となるということから、従前ですと、それが前年度の本徴収額が仮徴収に切る

ことがあって平準化が図られなかったことが同じ額に、今度は平準化が図られるという

ような改正でございます。 

      また、裏面をお開きいただきます。別紙資料２でございます。 

      これにつきましては、金融所得課税の一本化でございます。今回、公社等の利子所得

及び譲渡所得に対する課税方式の見直しが行われました。現行制度、左側ですが、現行

の所得税制においては、株式等を譲渡したことによる生ずる所得についてはすべて課税

対象とされている一方、公社債等の利子については利子支払額が特別徴収され、申告賦

課となっており、公社債等の譲渡益については非課税とされております。 

      今回の改正によりまして、平成２８年１月１日以降に納税義務者が支払いを受けるべ

き特定公社債等の利子については、利子の課税対象から除外した上で、配当割の課税対

象とすることと改正がなされました。また、公社債等を特定公社債とそれ以外の公社債

等に区分した上で、特定公社債等に係る利子所得を申告分に課税の対象とするほか、譲

渡所得の非課税制度が廃止されております。 

      この結果、公社債等の運用所得に対する課税方法は、株式等の運用所得に対するもの

と整合され、これによる改正がなされました。また、現行の金融証券税制に係る損益通

算は、図の左下に表示しております株式の枠内で上場株式等の配当と譲渡益との間、上

場株式等と譲渡益との非上場株式等の譲渡益だけが通算可能となっておりますが、今回

の改正におきまして、資料図の右上になりますが、上場株式等に係る譲渡所得等と非上

場株式等に係る譲渡益所得等を別々の分離課税とした上で、特定公社債等と上場株式等

に係る譲渡所得等の分離課税並びに一般公社債等と非上場株式等に係る譲渡所得等の分

離課税に改組がなされております。そのことによりまして、特定公社債等及び上場株式

等の間で損益通算が可能とする改正でございます。 

      ３番目の表紙、頭になりますけれども、単に課税標準の計算の細目を定めるものであ

ることから、条例等を削除するものがあります。削除となりますのは、株式等に係る課

税等の特例等を定めたものですけれども、上位法である地方税法において定められてお

りますことから、今回国の準則で削除されたことに伴いまして、条例から削除するもの

でございます。 

      施行期日ですが、改正条例附則の第２条第１項に対する課税については、平成２８年

１月１日から施行、ただし、公的年金等に係る個人町民税の特別徴収については、平成

２８年１０月１日から施行する。金融所得等の関係の一体化でございますが、これにつ

きましては、平成２９年１月１日から施行、条の削除につきましても、同じく所得課税

の一本化に合わせておりますので、平成２９年１月１日施行ということになります。 
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      ご審議の上、ご可決を賜りますようお願いを申し上げまして、説明を終わらせていた

だきます。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。――質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。――討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第８１号山元町町税条例の一部を改正する条例について採決し

ます。 

      お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      よって、議案第８１号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第３．議案第８２号を議題とします。 

      本案について説明を求めます。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。議案第８２号山元町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例についてご説明をさせていただきます。 

      先ほどと同じように、事前に配布させていただきました配布資料№２、条例議案の概

要にてご説明をさせていただきます。 

      地方税法の一部を改正する法律第２条に係る改正について。 

      平成２５年６月１２日に政令及び省令が公布されたことにより、所要の改正をするも

のでございます。 

      これにつきましては、国民健康保険税に係る所得額の計算において、町税条例と同じ

く金融所得課税方法が改正されたことによります改正でございます。 

      主な改正内容でございますが、金融所得課税の一本化、これ記載しております別紙資

料１の方で提示しておりますが、先ほどと同じく金融所得課税の改組、組み合わせの改

正が行われましたことによります改正でございます。 

      これについては公社債等、特定公社債と一般公社債に改組をしたと。株式についても

上場と非上場に改組をしたというような形でございます。あとまた通算が可能になった

という改正でございます。あとまた町税と同じく、条例上で削除するものは削除したと

いう内容の改正でございます。 

      施行期日ですが、平成２９年１月１日からになります。 

      ご審議の上、ご可決賜りますようお願いを申し上げて、説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから質疑を行います。――質疑はありませんか。 



- 5 - 

１３番（後藤正幸君）はい、議長。今の説明を聞いていて、国保税がどのくらい上がるのか同じな

のか、このパーセント見ると全く同じようなので、ただ、配当と利子を分けたのかどう

か、その辺。要するに一般の町民にすれば上がるのか、もう尐し具体的に教えてくださ

い。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。今回の金融関係でございますけれども、今現在公社債並

びに株式等でございますが、平成１５年から金融証券関係の特例措置がありまして、租

税特別措置法で特例が現在ありますけれども、それが平成２５年１２月末で切れるとい

うことになりまして、本則課税になるということでございますので、それらについて本

則課税になった場合に、金融市場の方に一般からの資金の流れが悪くなること等も考え

られることから、改組によって損益通算も可能にしますよというような改正でございま

して、国保税について上がり下がりということはございません。あくまでも所得の計算

上ということでございます。（「延長するだけ」の声あり）はい、そういうことでござい

ます。よろしくお願いいたします。 

議 長（阿部 均君）ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから討論を行います。――討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶものあり〕 

議 長（阿部 均君）討論なしと認めます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから議案第８２号山元町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ

いて採決します。 

      お諮りします。本案は原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      よって、議案第８２号は原案のとおり可決されました。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第４．報告第１８号及び日程第５．報告第１９号を一括議題とします。 

      本案について説明を求めます。報告第１８号については企画財政課長髙橋寿久君。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。それでは、報告第１８号平成２４年度決算山元町健全化

判断比率についてご報告いたします。 

      今回の報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の規定に基づ

きまして、議会に報告するものでございます。 

      おめくりいただきたいと思います。 

      平成２４年度決算山元町健全化判断比率でございます。 

      健全化判断比率につきましては、ご覧の四つの指標を出しまして、こちら判断をする

というものになってございます。 

      まず、一つ目でございます。実質赤字比率、こちらは一般会計の赤字か黒字かという

ものでございまして、その割合や標準財政規模に対してどれぐらいあるかというもので

ございます。こちらはいわゆるバー表示でございます。今回は赤字ではなく黒字だった
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ということからバー表示でございます。 

      具体的数字を申しますと、マイナス９０．７１パーセントということで、黒字ですの

で、赤字比率に関してはマイナスで出てくるということで、結果としてはバー表示とい

うことでございます。 

      続きまして、連結実質赤字比率でございます。こちらは一般会計に合わせまして、特

別会計、企業会計を合わせた赤字の比率を示すものでございます。こちらについても大

幅な黒字でございました。具体的にはマイナス９７．５パーセントでございましたので、

赤字比率といたしましてはバー表示というものでございます。 

      続きまして、実質公債費比率でございます。こちらは標準財政規模に対します元利償

還金等、いわゆる公債費の割合がどのぐらいあるかというものでございます。こちらに

ついては１４．７パーセント、標準財政規模の大体１５パーセント弱ぐらいが元利償還

金等の公債費、いわゆる借金の返済等に使っていると、そういう比率でございます。 

      続きまして、将来負担比率でございます。こちらは将来山元町が負担する、いわゆる

負債の額が標準財政規模に対してどのぐらいあるかというものでございます。こちらに

つきましても、現在各基金等の手持ち資金が潤沢にございますので、将来負担比率がバ

ー表示、マイナスでございました。マイナス０．１パーセントだったということから、

バー表示ということでございます。 

      下の参考をご覧いただければ、これは国で定めます早期健全化基準、財政再生基準の

数値でございます。今説明したとおり、すべてこの基準を下回っております。私の方か

らは以上でございます。 

議 長（阿部 均君）報告第１９号については、上下水道事業所長荒  勉君。 

上下水道事業所長（荒  勉君）はい、議長。報告第１９号平成２４年度決算山元町公営企業経営

健全化判断比率についてご説明申し上げます。 

      地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして、平成２４年度山元町公営

企業経営健全化判断比率を別紙監査委員の意見をつけて報告するものでございます。 

      次のページをお開き願います。 

      水道事業会計、下水道事業会計におきまして、財政の健全化に関する法律に基づきま

して経営指標等を判断するための資金不足比率を算出いたしました。結果、いずれも資

金不足が生じておりませんので、バー表示となっております。 

      補足説明いたします。 

      水道事業会計、下水道事業会計それぞれにおいて、未払い金等の流動負債合計に対し

現金預金等の流動資産合計額が上回っているため、資金不足が生じておりません。以上、

報告といたします。 

議 長（阿部 均君）説明が終わりましたので、報告に対し代表監査委員から審査結果の報告を求

めます。代表監査委員阿部武郎君登壇願います。 

代表監査委員（阿部武郎君）はい、議長。それでは、私から報告第１８号、報告第１９号について

審査を行っておりますので、その意見書についてご報告申し上げます。 

      地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定により、町長から審査

に付されました平成２４年度山元町健全化判断比率並びにその算定の基礎となる事項を

記載した書類を審査し、去る８月２６日町長へ意見書を提出しておりますので、平成２

５年第３回山元町議会定例会におきましてご報告申し上げます。 
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      １枚お開きいただきまして、審査意見書の朗読をもって報告とさせていただきます。 

      平成２４年度決算山元町健全化判断比率審査意見書 

      １．審査の概要 

      この健全化判断比率審査は、平成２５年８月７日に町長から提出された健全化判断比

率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主

眼として実施いたしました。 

      ２．審査の結果 

      （１）総合意見 

      審査に付された下記の健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類

は、いずれも適正に作成されているものと認められる。 

      記の表でございます。比率、平成２４年度、平成２３年度の順でご説明申し上げます。 

      まず、①実質赤字比率、バー表示の下にマイナスの数字がございますが、先ほど企画

財政課長からご報告ありましたので、私からは別の点から金額を申し上げますと３７億

円程度でございます。平成２４年度の黒字は３７億円程度。②連結実質赤字比率、これ

は４０億円程度でございます。③の実質公債費比率、１４．７パーセント、④将来負担

比率、マイナス０．１でございますが、金額にいたしますと５００万円程度でございま

す。昨年から数字がよくなっておりますが、昨年は金額に直しますと１４億円でござい

ますので、かなり減っているということでございます。 

      （２）個別意見でございます。 

      ①実質赤字比率について 

      実質赤字比率は、マイナス９０．７１パーセントとなっており、早期健全化基準の１

５パーセントと比較すると、これを下回っている。 

      ②連結実質赤字比率について 

      連結実質赤字比率は、マイナス９７．５０パーセントとなっており、早期健全化基準

の２０パーセントと比較すると、これを下回っている。 

      ③実質公債費比率について 

      実質公債費比率は、１４．７パーセントとなっており、早期健全化基準の２５パーセ

ントと比較するとこれを下回っている。 

      ④将来負担比率について 

      将来負担比率は、マイナス０．１パーセントとなっており、早期健全化基準の３５０

パーセントと比較するとこれを下回っている。 

      （３）是正改善を要する事項 

      特に指摘する事項はない。以上でございます。 

      続きまして、公営企業経営健全化判断比率についての審査意見のご報告を申し上げま

す。 

      地方公共団体の財政の健全化に関する法律第２２条第１項の規定により、町長から審

査に付された平成２４年度山元町公営企業経営健全化判断比率並びにその算定の基礎と

なる事項を記載した書類を審査し、去る８月２６日町長へ意見書を提出しておりますの

で、平成２５年第３回山元町議会定例会においてご報告申し上げます。 

      １枚お開きいただきまして、審査意見書の朗読をもって報告とさせていただきます。 

      平成２４年度決算山元町公営企業経営健全化判断比率審査意見書 
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      １．審査の概要 

      この経営健全化判断比率審査は、平成２５年７月２５日に町長から提出された資金不

足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうか

を主眼として実施した。 

      ２．審査の結果 

      （１）総合意見 

      審査に付された下記の資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、

いずれも適正に作成されているものと認められる。 

      記の表でございます。会計資金不足比率、早期健全化基準と記載してございますので、

この順でご説明申し上げます。 

      ①水道事業会計 

      資金不足比率はございません。早期健全化基準は２０．００パーセントでございます。 

      ②下水道事業会計 

      これも資金不足比率はございません。早期健全化基準は２０．００パーセントでござ

います。このバー表示につきましては、先ほど所長の方から補足説明がございましたの

で、省略いたします。 

      （２）個別意見 

      ①水道事業会計について 

      資金不足比率は、０パーセントとなっており、早期健全化基準と比較するとこれを下

回っている。 

      ②下水道事業会計について 

      資金不足比率は、０パーセントとなっており、早期健全化基準と比較するとこれを下

回っている。 

      （３）是正改善を要する事項 

      特に指摘する事項はない。 

      以上で報告を終わります。 

議 長（阿部 均君）これで審査結果の報告を終わります。 

                                            

議 長（阿部 均君）これから報告第１８号及び第１９号に対する質疑を行います。質疑はありま

せんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議 長（阿部 均君）これで質疑を終わります。 

      報告第１８号平成２４年度決算山元町健全化判断比率について及び報告第１９号平成

２４年度決算山元町公営企業経営健全化判断比率についての報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）日程第６．認定第１号から日程第１２．認定第７号までの７件を一括議題と

いたします。 

      これから本案について説明を求めます。認定第１号から認定第５号までの５件につい

ては、会計管理者佐藤澄三郎君。 

会計管理者（佐藤澄三郎君）はい、議長。それでは、私の方から認定第１号から認定第５号につい

てご説明を申し上げたいと思います。 
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      まず最初に、認定第１号平成２４年度山元町一般会計歳入歳出決算認定について。 

      １ページをお開きいただきたいと思います。 

      歳入決算額７７７億５，５２０万２，７７２円、歳出決算額７１６億２，４４９万１，

２７１円、歳入歳出差引額６１億３，０７１万１，５０１円、翌年度へ繰り越すべき財

源２４億１８７万５，７３２円、実質収支額３７億２，８８３万５，７６９円、うち基

金繰入額１９億円。 

      続きまして、２ページをお開きいただきたいと思います。 

      ２ページには実質収支に関する調書でございます。内容につきましては記載のとおり

でございます。 

      あと、続きまして、歳入歳出決算事項別明細書でございます。３ページから１２ペー

ジに記載されてございます。そのうちの歳入の関係につきましては３ページから８ペー

ジ、歳出につきましては９ページから１２ページというふうになっております。内容等

につきましては割愛させていただきたいと思います。 

      続きまして、認定第２号平成２４年度山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算

認定についてご説明申し上げます。 

      １ページをお開きいただきたいと思います。 

      歳入決算額２４億６，６７４万６，６１５円、歳出決算額２２億５，２７７万７，０

８０円、歳入歳出差引額２億１，３９６万９，５３５円、翌年度へ繰り越すべき財源ゼ

ロでございます。実質収支額２億１，３９６万９，５３５円、うち基金繰入額１億１，

０００万円でございます。 

      ２ページをお開きいただきたいと思います。 

      ２ページにつきましては実質収支に関する調書でございます。内容は記載のとおりで

ございます。 

      続きまして、山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算事項別明細書につきまし

ては３ページから８ページの内容でございます。歳入につきましては３、４ページ、歳

出については５ページから８ページの内容でございます。詳細につきましては割愛させ

ていただきたいと思います。 

      続きまして、認定第３号平成２４年度山元町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定についてご説明申し上げます。 

      １ページをお開き願いたいと思います。 

      まず、歳入決算額でございますが、１億２，１６９万８，０４２円、歳出決算額１億

１，８７１万７，５２０円、歳入歳出差引額２９８万５２２円、翌年度へ繰り越すべき

財源ゼロでございます。実質収支額２９８万５２２円、うち基金繰入額についてはゼロ

でございます。 

      ２ページをお開きいただきたいと思います。 

      ２ページは、実質収支に関する調書でございます。内容については記載のとおりでご

ざいます。 

      続きまして、後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算事項別明細書でございます。３ペ

ージから６ページに記載されてございます。歳入につきましては３、４ページ、歳出に

つきましては５ページ、６ページのような内容でございます。詳細につきましては割愛

させていただきたいと思います。 
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      続きまして、認定第４号平成２４年度山元町介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算

認定についてでございます。 

      １ページをお開きいただきたいと思います。 

      まず、歳入決算額でございますが、１４億２，７６６万７，９６９円、歳出決算額１

３億６，５５１万４，９０２円、歳入歳出差引額６，２１５万３，０６７円、翌年度へ

繰り越すべき財源ゼロでございます。実質収支額６，２１５万３，０６７円、うち基金

繰入額３，２００万円でございます。 

      ２ページをお開きいただきたいと思います。 

      ２ページには実質収支に関する調書でございます。内容については記載のとおりでご

ざいます。 

      続きまして、介護保険事業勘定特別会計歳入歳出決算事項別明細書でございます。３

ページから６ページの方に記載されてございます。歳入につきましては３ページ、４ペ

ージ、歳出につきましては５ページ、６ページという内容でございます。詳細について

は割愛させていただきたいと思います。 

      続きまして、認定第５号平成２４年度亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算

認定について。 

      １ページをお開きいただきたいと思います。 

      まず、歳入決算額でございますが、３９０万１，２２１円、歳出決算額３９０万１，

２２１円、歳入歳出差引額はゼロでございます。翌年度に繰り越すべき財源もゼロでご

ざいます。実質収支額もゼロという内容でございます。 

      続きまして、２ページをお開きいただきたいと思います。 

      実質収支に関する調書でございます。内容は記載のとおりでございます。 

      亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算事項別明細書につきましては３ページ

から６ページの内容でございます。歳入につきましては３ページ、４ページ、歳出につ

きましては５ページ、６ページという内容でございます。 

      以上、認定第１号から認定第５号までご説明申し上げました。よろしくご審査をいた

だき、ご認定賜りますようよろしくお願いを申し上げ、説明とさせていただきたいと思

います。 

議 長（阿部 均君）認定第６号、認定第７号については上下水道事業所長荒  勉君。 

上下水道事業所長（荒  勉君）はい、議長。それでは、認定第６号平成２４年度山元町水道事業

会計決算認定についてご説明いたします。 

      初めに、１、２ページをお開き願います。 

      収益的収入及び支出の概要からご説明申し上げます。 

      収入につきましては、区分欄第１款水道事業収益の予算額合計２億８，０２３万１，

０００円に対し、決算額３億３，０１３万８，７０２円であります。 

      支出について申し上げます。 

      第１款水道事業費、予算額３億５，０６０万１，０００円に対し、決算額３億９，０

７３万２，４１１円であります。収益的収入から支出の差引額でございますが、６，０

５９万３，７０９円の損失でありました。 

      次に、資本的収入及び支出についてご説明を申し上げます。 

      ３、４ページをお開き願います。 
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      収入につきましては、区分欄第１款資本的収入の予算額合計４億７，８９６万６，０

００円に対し、決算額２億８，２８９万９，７４７円であります。 

      支出につきましては、第１款資本的支出、予算額合計６億３，６４４万４，０００円

に対し、決算額４億３，５６２万２，９９３円であります。 

      欄外の補足で説明させていただきます。 

      資本的収入額が資本的支出額に不足する額１億５，２７２万３，２４６円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益

勘定留保資金、運転資金として借り入れた企業債で補填し、なお不足する額については

一時借入金で措置しました。 

      続きまして、財務諸表をご説明いたします。 

      ６ページをお開き願います。 

      平成２４年度山元町水道事業損益計算書のご説明をいたします。 

      中ごろに経常損失３，７９３万９，０９８円、特別損失２，４６９万５３２円で、当

年度純損失は１，２６２万９，６３０円でありました。当年度純損失と前年度繰越欠損

金８，３２１万２，９９３円を合わせますと、当年度未処理欠損金は１億４，５８４万

２，６２３円であります。 

      続きまして、９ページをお開き願います。 

      平成２４年度山元町水道事業貸借対照表でございます。 

      内容についてはここに記載のとおりでございます。詳細は割愛させていただきます。 

      続きまして、認定第７号平成２４年度山元町下水道事業会計決算認定についてご説明

いたします。 

      初めに、１、２ページをお開き願います。 

      収益的収入及び支出の概要からご説明申し上げます。 

      収入につきまして、区分欄第１款下水道事業収益の予算額合計６億２，０３０万６，

０００円に対し、決算額６億５，２３６万２，０２０円であります。支出につきまして

は、第１款下水道事業費の予算額合計６億６，７５７万７，０００円に対し、決算額６

億２１万１，１９３円であります。収益的収入から支出の差引額は５，２１５万８１７

円の利益でありました。 

      続きまして、３、４ページをお開き願います。 

      資本的収入及び支出でございます。 

      収入につきましては、区分欄第１款資本的収入の予算額合計６１億３，３６５万８，

０００円に対し、決算額２１億１，８４０万５４２円であります。支出につきましては、

第１款資本的支出の予算額合計６４億８，５１９万円に対し、決算額２５億７６万３，

４７６円であります。 

      欄外の補足事項で説明させていただきます。 

      資本的収入額が資本的支出額に不足する額３億８，２３６万２，９３４円は、当年度

分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分損益

勘定留保資金及び運転資金として借り入れた企業債で補填しております。 

      続きまして、財務諸表をご説明いたします。 

      ６ページをお開き願います。 

      平成２４年度山元町下水道事業損益計算書のご説明をいたします。 
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      中ごろにございます経常利益でございます。６，１８２万５，０６４円であります。

５番の特別利益から６番の特別損失を引いた特別損失でございますが、１，３０１万１，

１１９円で、当年度純利益は４，８８１万３，９４５円でありました。当年度純利益か

ら現年度欠損金２，７８２万９，４９５円を差し引いた当年度未処理分利益剰余金は２，

０９８万４，４５０円でありました。 

      続きまして、９、１０ページをお開き願います。 

      平成２４年度下水道事業貸借対照表でございます。 

      資産、負債については、ここに記載のとおりでございます。説明は省略させていただ

きます。 

      以上、認定第６号、認定第７号についてご説明申し上げました。よろしくご審査の上、

認定を賜りますようお願い申し上げ、説明とさせていただきます。 

議 長（阿部 均君）説明が終わりましたので、これに対し代表監査委員から決算審査結果の報告

を求めます。代表監査委員阿部武郎君登壇願います。 

代表監査委員（阿部武郎君）はい、議長。それでは、私から決算審査意見についてご報告申し上げ

ます。 

      地方自治法第２３３条第２項及び第２４１条第５項並びに地方公営企業法第３０条第

２項の規定により、町長から審査に付された平成２４年度一般会計各種特別会計及び各

事業会計の決算書、証拠書類、その他政令で定められた書類並びに基金等の運用状況を

審査し、去る８月２６日、町長へ審査意見書を提出しておりますので、平成２５年第３

回山元町議会定例会においてご報告申し上げます。 

      ２枚めくっていただきまして、審査意見書の朗読をもって報告とさせていただきたい

と思います。 

      平成２４年度山元町各種会計歳入歳出決算審査意見書 

      第１審査の対象 

      １．一般会計、特別会計及び事業会計、平成２４年度山元町一般会計歳入歳出決算、

平成２４年度は省略いたします。山元町国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算、山元

町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算、山元町介護保険事業特別会計歳入歳出決算、

亘理地域介護認定審査会特別会計歳入歳出決算、山元町水道事業会計決算、山元町下水

道事業会計決算 

      ２．平成２４年度地方債、基金積立及び出資による権利並びに有価証券等の状況 

      第２審査の期間 

      平成２５年７月１２日から平成２５年７月２２日まで。 

      第３審査の方法 

      平成２５年７月１０決算審査に付された平成２４年度山元町一般会計、特別会計歳入

歳出決算及び事業会計の決算並びに地方債等の状況について、次に掲げることを主眼と

し、関係責任者から説明を聴取して審査を実施した。 

      （１）歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調

書は定められた様式で作成されているか。 

      （２）決算書の計数は正確か。 

      （３）予算の執行または事業の経営が適正かつ効率的に行われたか。 

      （４）違法、または不当な収支はないか。 
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      （５）収入未済額、不納欠損処分及び滞納処分停止の事務処理は適切か。 

      （６）事務の合理化、経費の節減に努力しているか。 

      （７）財政分析は前年度と比較してどうか。また、工事等についてはその結果等を聴

取し、震災復興企画課、まちづくり整備課及び上下水道事業所の工事箇所を中心に現地

調査を行った。 

      第４審査の結果 

      審査に付された各会計決算審査書類及び成果表、その他関係諸帳票を審査した結果、

各会計決算書及び附属書類とも関係法規に基づき適正に作成されており、その内容及び

予算執行状況も適正妥当であることを認めた。また、各基金の運用状況を示す書類の計

数についても、台帳等と一致しており、いずれも条例の目的に合致し、適正に運用され

ていることを認めた。その概要及び意見は後述するとおりでございます。 

      ２ページには、上下水道を除きました総括、それから一般会計、一般会計は財政分析

主要指数、あるいは財源の構成状況、地方債及び基金積立並びに有価証券等の状況、各

特別会計、事業会計の順に２ページから４９ページまで概要を記載してございますので、

議員の皆様には後ほどご高覧賜り、ご審査をいただければと思います。 

      私からは、決算審査を通して感じた意見を最後の５０ページにまとめてございますの

で、これをご報告したいと思います。 

      ５０ページをご覧いただきたいと思います。 

      意見 

      以上が平成２４年度の一般会計、各種特別会計、事業会計決算審査の概要である。一

般会計における財政分析主要指数等の推移については、東日本大震災に伴い復旧・復興

事業を優先的に取り組んできたこと及び震災関連事業における復興交付金事業の概算交

付制度を積極的に活用したことなどから大幅な剰余金増となり、実質収支比率は前年度

対比７０．７ポイント増の９０．７ポイント、将来負担比率は、手元資金が多くなった

ことなどから、前年度対比３９．５ポイント減のマイナス０．１ポイントと大幅に改善

している。 

      他の指数の前年度対比増減についても、その要因として東日本大震災に伴うものが

多々認められるが、財政の健全エリアより数値が高いものについては財政健全化のため、

なお一層の努力が必要である。今後高齢化や人口流出が進行した山元町にとって、社会

福祉施策や公共インフラなどの安定的な運営が難しくなる可能性が高く、復興の先の財

政のあり方を見据え、冷静かつ慎重な財政運営に引き続き努めていただきたい。 

      町が大きく変化するとき、住民が認識し行動に移す事象も当然変わっていく。まちづ

くりの目標は、住民の意思が結集されていればいるほどその実現性は高まる。復興の課

題が山積し、想像を絶する重責と心身の疲労は察するに余りあるが、自分たちや子孫の

未来のため復興が最善のシナリオで進行するよう、関係者一丸となり人事を尽くしてい

ただきたい。以上で報告を終わります。 

議 長（阿部 均君）これで決算審査結果の報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。再開は１１時１０分といたします。 

午前１０時５６分 休 憩 
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午前１１時１０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）これから認定第１号から認定第７号までの７件に対する総括質疑を行います。 

      ２番岩佐哲也君の質疑を許します。岩佐哲也君登壇願います。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。それでは、平成２５年第３回山元町議会定例会におきまして平

成２４年度の決算につきまして総括質疑を伺います。 

      項目大綱３点についてですが、まず１点目、一般会計でいきますと７１６億円という

ことで、非常に大きな額になっております。職員の皆さん初め、いろんな意味での仕事

量もふえ、大変なことではなかったかなという受け止め方をしておりますが、その７１

６億円のうちの実際震災関連部門とあるいは従来部分と、こういったものは一体どうい

う状態になっているかと。いわゆる震災関連に引きずられて一般、従来の予算もふえて

はいないのかと。あるいは逆に震災関連で引きずられてといいますか、震災関連の影響

を受けて住民サービスが低下して予算が尐なくなっているという状態になってないかと

いう観点からの質問でございます。 

      そこで、細目の第１点、震災関連分と従来分の内訳はどうなっているかという、大き

な金額で結構ですが、どういう状態になっているかと。 

      それから２点目としましては、昨年も確認で質問をさせていただきましたが、その分

の町内支払い分、いわゆる地元への支払いはどうであったかということの実態の状況に

ついてお伺いする。 

      それを捉えまして、町長としてはそれをどう評価して、今後どう町政運営に反映させ

ていく予定かをお伺いするものであります。 

      それから、大綱２点目は、指定管理者制度の状況についてということですが、そのう

ちの１点目、外注件数と金額はどうなっているかという質問でございます。これは基本

的には前々申し上げておりますが、基本的には予算執行、極力町内業者に出せるものは

町内の業者へ、町内の住民に出せる仕事の部分は町内に出すという観点から、その町内

で支払ったものはいずれは税金になって所得税なり、消費税という形で戻ってくるとい

うことで、極力町内の経済に寄与するという意味も含めて町内に出すべきではないかと

いう観点から、指定管理者制度で外注といいますか、指定管理者制度に出したものは一

体どうなっているのかと。平成２４年度は震災関係その他で出せなかった部分もあろう

と思います。そういった部分はもし出そうと思えば出せたという仮定のあれですが、そ

ういう見方をした場合にはそういうケースがどれぐらいあったのか、金額にしてどうな

のかという。 

      ３点目は、町長としてのお考えをお尋ねしますが、それは今後どうしようという、こ

れから下半期１０月以降、あるいは来年度以降どうしようというお考えかをお尋ねしま

す。これはよく町長がマンパワー不足ということをおっしゃっていますが、指定管理者

に出せるものは極力町内に出しながら、出して人員が浮いた事業は極力従来の庁内の仕

事をしてもらうと、配置転換をするということももうちょっと積極的にあってはいいん

ではないかということからの質問でございます。 

      それから、大綱３点目で、税収の不納欠損・収納率ということで、数字的にはいろい
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ろ大分ご努力いただいて、いい方向には向いていると思いますが、従来１，０００万円

以上の不納欠損というのもあったことも最近ではありました、２、３年前も。大分減っ

ておりますが、これらはしかし去年から見ると残念ながら倍増、額あるいは比率両面で

見ても倍になっていると。これはどう町長として捉えていらっしゃるのか。 

      そして、その分を今後どう改善し、どうしていこうと、その具体策についてお尋ねす

るものでございます。 

      以上、３点についてお尋ねいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。 

      岩佐哲也議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、一般会計歳出の内訳についての１点目、震災関連分と従来相当分の内訳に

ついてですが、平成２４年度一般会計における決算額約７１６億円のうち、復興・復旧

関連分の決算額は６６８億円、これは９３パーセント相当でございますが、そして町の

単独事業等を含む経常経費分の決算額については約４８億円、これは７パーセント相当

になるわけでございますが、そういうふうな状況になっておりまして、復興・復旧関連

事業以外の事業についても震災前とほぼ同様に取り組んでいるところであります。 

      次に、２点目、町内支払い分の前年比較についてですが、決算額７１６億円のうち、

震災復興交付基金等への積立額が約３９５億円であることから、積立金及び職員の人件

費約１２億円を除いた３０９億円のうち、工事請負費や委託料などを通じた町内への支

出は６１億円で、約２０パーセントとなっております。 

      なお、平成２３年度における町内の支出については７５億円で、約４２パーセントと

なっており、これを平成２５年度と比較をした場合、１４億円の減、支出割合では２２

ポイントの減となっております。 

      次に、３点目、前年比較の評価についてですが、平成２４年度は本格的な復旧・復興

に向けた事業が展開され、瓦れきの撤去作業など、町内の業者で施工可能であった業務

が減ったことや、新山下駅周辺の災害公営住宅造成工事及び県に委託した建築工事、い

ちご団地整備などの大規模工事がふえたことに伴い、施工能力に見合った町外業者への

発注がふえ、町内業者への発注が減ったものと受け止めております。 

      なお、町内業者に発注した業務について、町内業者が下請けとなる場合も多いことか

ら、間接的に町内業者に対して支出しているケースも相当程度あるものと考えており、

今後においても地場産業の振興、育成、地産地消の観点から、我が町の経済活性化を図

るため、分野を限定することなく、可能な限り町内業者への発注に努めてまいる所存で

あります。 

      大綱第２、指定管理者制度の状況についての１点目、外注した件数と金額についてで

すが、平成２４年度は４件で、委託総額９５２万４，０００円でありました。内訳とい

たしまして、夢いちごの郷が３５万円、共同作業所、いわゆる工房地球村でございます

が、これが２１０万１，０００円、そしてやすらぎ作業所が７０７万３，０００円、デ

イサービスセンター知楽荘は、委託料相当額を介護保険事業収入で充当しているところ

でございます。 

      次に、２点目の平成２４年度は外注しなかったが、できたと思われる件数と金額につ

いてですが、平成２４年度は、震災復興計画における復旧期の半ばということもあり、

復旧事業を最優先したことから、新たに指定管理者制度へ移行する施設の検討は行って
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おりませんでした。 

      次に、３点目の今後それをどのようにしようと考えているのかについてですが、指定

管理者制度は、平成１７年度山元町集中改革プランから検討課題として取り上げ、対象

可能施設の抽出や実施目標年度を定め、平成１８年度には共同作業所ややすらぎ作業所

等を指定管理者に移行いたしたところでございます。今後の検討施設には尐年の森や体

育文化センター等が挙げられますが、行政コストの削減やスリム化を果たす有効な手段

としてさらに検討を重ねてまいります。 

      今後は、急激な尐子高齢化や人口減による税収等の自主財源の減収が予想され、行政

コストの縮減と住民サービスの維持の両立が不可欠な中、アウトソーシング等を初め、

町民の力を生かした協働のまちづくりが求められます。したがいまして、指定管理者制

度の活用に至っては、新市街地に建築される防災交流拠点施設等の施設を含め、導入可

能施設の整理を行った上、維持管理費は利用料金で賄う必要性があることを町民へ周知

するとともに、導入コストや受け手の意向等を精査しながら、利用者へのサービス低下

を招かないよう速やかに対忚してまいる所存であります。 

      大綱第３、税収の不納欠損・収納率についての１点目、町民税の不納欠損比率が昨年

の倍と悪化していることについてですが、町では税負担の公平性及び自主財源を確保す

るという観点から、厳正かつ公正な滞納整理を進めているところであります。その上で、

担税力が低下した生活困窮者、破産等により無財産になった者及び所在不明者などにつ

いては納税折衝、徹底した財産調査、実態調査を実施した上で、地方税法の規定に基づ

き不納欠損処分を行っているところであります。 

      ご質問のありました町民税の不納欠損額は、平成２３年度は９５万８，０７９円、平

成２４年度は１８９万７，４５４円と対前年度比率として約２倍となっております。対

象者数については、平成２３年度は３０名、平成２４年度は３３名と３名の微増となっ

ておりますが、過去数年来の傾向としては、平成２１年度以降は４８名、５２名、３０

名、３３名であり、一定の納税意識の向上が図られていると受け止めております。 

      なお、平成２３年度と２４年度を比較し、不納欠損額が増になった要因としては、平

成２３年度に死亡した１名の方における不納欠損の額が約４０万円と大きく、平成２４

年度に計上されたことが影響していると考えております。 

      次に、２点目、今後の改善策をどのようにして指示しているかについてですが、不納

欠損処分の改善策については、これまでも納税者との粘り強い納税折衝、徹底した財産

調査、実態調査といった徴税努力を行うとともに、再三の催告に忚じない悪質な納税者

については、宮城県地方税滞納整理機構を初めとする関係機関との連携を図り、共同で

滞納管理を実施し、加えて徴税技術の向上及び専門的知識の習得といった徴税吏員の育

成を行い、効率的かつ効果的な滞納管理に取り組んでまいりました。 

      また、滞納は、誠実に納税などの義務を果たす多くの町民の公平感を阻害することか

ら、本年度から滞納整理の新たな取り組みとして宮城県県税事務所と共同による滞納対

策チームを立ち上げ、より一層の滞納管理強化及び滞納者の縮減を図ってまいります。 

      行政サービスの受益者である地域住民の方々が、その行政サービスに対し負担するも

のが税であることから、住民間の公平性の確保を図るため、今後とも納税者に対し納税

義務の理解と納税意識の高揚に努めてまいります。以上でございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。それでは、再質問をさせていただきます。 
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      震災関連の全体の部分は、こういう特殊な事情でございますので、それはそれとしま

して、この特に２番目の町内支払い分は幾らかということで見てみますと、先ほどの説

明ですと、今年度は６１億円、前年は７５億円であったと。パーセンテージにしても去

年は４２パーセント、ことしは２０パーセントで半減しているということですが、これ

は改めて策についてはいろいろ問題あろうと思いますが、改めて今後町長としては各担

当者なり庁内なりでどういうふうな方針で、どういう指示で町内にお金が回るような、

極力回るような施策をとっているかを改めてもう一度お伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。町内で経済がうまく回るようにというふうな、そのための具体

的な対忚、指示というふうなことでございますけれども、私としては定期的に開催され

ます課長会議等を通じまして、基本的な姿勢というものを確認をしながら進めていると

ころでございますし、具体のこの工事なり、業務の委託等々におきましても極力地元の

方のお力をおかりできるようなことを前提とした発注なり、委託なりというふうなこと

に十分注意しながらというようなことを、個々の事務事業の執行の場面でもそういうこ

とを一つ一つ確認、点検をしながら業務対忚に当たっているというふうなことでござい

ます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。個々の対忚でその都度確認しながらということですが、個々の

ということなので、１点だけちょっと、余り細かいことに入るつもりはございませんが、

１点だけ関連で質問させていただきますが、昨年度のぐるりんバスの関係で、直行バス

も含めまして、その中でタケヤ交通さんに随契で１，４００万円ぐらいの仕事をなされ

ている。随契ですね。これは山元タクシーさん初め、地元へ出すというようなことをそ

の時点で検討されたのか。例えばそういうことも一つ一つ細かく町でできることは町へ

というのが望ましいと思うんですが、実績にはちょっとそういう実績も出ていましたの

で、１点だけお尋ねします。そういうことが個々に検討されてということに反映された

のかどうかということも１点確認でお伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。ぐるりん号の運行の業務委託に関してでございますけれども、

ご案内のとおり、この業務については、一定期間地元の皆様のお力をおかりして運行し

てきた実績、実態があるわけでございますけれども、そういう部分でいろいろとよりよ

いサービス提供というふうなことに向けて対忚してきてもらったわけでございますけれ

ども、そういう部分でのいろいろ気づき、反省というふうなことも踏まえて、さらにサ

ービスの維持向上を図りながら、尐しでも経費の削減というふうなことなどもそろそろ

考えなくちゃならないのかなというふうな、そういうふうなタイミングの中で地元の方

を含めて周辺でこの業務対忚可能な方々からいろいろとご提案をしていただく中で、審

査委員会の中で評価をさせていただいて、タケヤさんに決まったというふうな経緯がご

ざいます。 

      細部の関係は別にしても、今申しましたように、一定の期間運行してもらう中での諸

問題を尐しでも解決をしながらという部分も多々ございますので、それはそういう問題

と具体の経費の関係と総合的に、この辺で尐しでも競争性のある中でというふうなこと

で対忚してきた経緯があるというようなことをご理解をいただきたいというふうに思い

ます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。いろいろその都度検討されたということなので、改めて細かく

は言いませんが、今後ともいろんなケース、その都度、その都度極力町内に出せるもの
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は出すと。いずれはその町内で支払われたものはいずれ税金で戻ってくるんであるとい

う観点から、総合的にも判断してご検討いただくということで確認しまして、次の質問

に入りますが、指定管理者制度の状況についてですが、先ほど１点目には回答いただい

たんですが、２点目の質問にはちょっと回答が、私の聞き違いかどうか知りませんが、

件数はどれぐらいで、仮定でございますけれども、出そうと思えば出せた件数はどれぐ

らいで、金額的にはどれぐらいの支出になったかというのを再度ちょっとお尋ねします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。平成２４年度につきましては、先ほど申しましたように、基本

的にはこの膨大な復旧・復興業務に対忚せざるを得ないという部分がございまして、な

かなか新たな業務に取り組む検討というふうな、そういう余地がないという残念な状況

にあったというふうなことを改めてご理解をいただきたいと。具体的には先ほど申しま

したこの平成１７年度からの集中改革プランを通して、段階的に進めようというふうに

進めてきたところでございまして、そのほか検討の俎上に上っている部分については保

育所でございます。それから体育文化センター、公民館、笠野学堂等がいわゆる当初の

計画から積み残し的な部分になっているというふうなことでございます。具体の積み上

げ等については、先ほどお話しした事情等から、そういうところまで検討を進めていな

い状況にあるということでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。質問はやったかやらないかじゃなくて、やろうと思えばやれる

と。いわゆる今後につながる質問をしたつもりで、来年度以降につながる質問をしたつ

もりなんですが、やったかやらなかったかということを聞いたわけではございませんが、

これは結構です。 

      それで、３番目、今後それをどのようにしていくかということでいきますと、先ほど

話出ませんでしたけれども、先ほどは夢いちご、やすらぎですか、その他いろいろ地球

工房も含めてお話しいただきましたが、生涯学習関係でちょっとありましたけれども、

伝承館あたりも含めて、これは金額的に比較的指定管理の中では大きい、支払いが今費

用がかかっているんではないかと思うんですが、そういったことも含めて積極的に出し

ていくべきであろうと思う。 

      これはなぜかと、再三申し上げますけれども、今９６名の派遣職員の方忚援いただい

ていると、それでも足りないと盛んにおっしゃっている。現状もそうだろうと思うんで、

ご苦労もわかりますが、それならなおさらのこと町内の役場ＯＢの方でも結構でしょう

し、出せるものはどんどん出すと。指定管理者で出して現在の職員さんを別な、現在の

別な部門の仕事についていただくということをもっと積極的に推し進めてもいいんでは

ないなという感じがしますので、そういうお考えがないかどうか、改めて再度お尋ねし

ます。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。指定管理者制度に移行できるものはそれなりにというふうなこ

と、これは私としても就任した年度におきまして、次年度に向けてというふうなことで

鋭意検討してきた経緯がございます。残念ながら大震災という予期せぬ大災害に遭遇し

てしまったということがあるというふうなことでございまして、基本的な方向としては

岩佐議員ご指摘のとおりでございまして、我々としても先ほど来お答えしたような行政

コストの削減なり、スリム化を果たす中で、尐しでも本来の行政がどうしてもやらなく

ちゃならない部分にウエイトを置けるような、そういう取り組みをしていかなくちゃな

らないという認識では全く思いを同じくするところでございます。 
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      そういう基本的な考えがあるわけでございますけれども、先ほど来からお話ししてい

るように、今復旧・復興が膨大になる中で、なかなかそちらの方まで残念ながら手が回

らないというようなことでございまして、急がば回れというふうな部分もあるかと思い

ますけれども、なかなかそれもそこまでもいかないような大変厳しい状況にあるのも事

実でございますが、しかし、これは大事な部分でございますので、引き続き実現に向け

て努力をしていかなくちゃならないというふうに思っているところでございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。今後、今年度後半、あるいは来年度積極的に検討するというふ

うに回答と解釈しまして、次の質問に移りますが、税収の不納欠損・収納率ということ

で、先ほどご説明いただきましたが、その原因、一つには死亡者がいて４０万円という

大きな、１９０何万のうち４０万円という部分が死亡ということだという。 

      それで、この不納欠損も含めて、収納未済といいますか、これの回収も含めて、先ほ

ど県その他のあれと含めてということですが、この平成２４年度の決算で見ますと、業

務委託料８７１万５，０００円、滞納管理システムとして、システム管理料として８７

１万５，０００円という支払いがあるんですが、これコンピューター関係だけなんでし

ょうか、それとも実際の人員の回収していただくための費用なんかも入っているのかど

うかお尋ねします。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。ただいまの委託料の件でございますが、これは議員さん

お見込みのとおり電算委託料でございます。人件費としてというような徴収関係でお願

いしている分としていっているのは徴収機構の方に年額１５万円ほど負担金としてお支

払いしているというだけでございます。以上でございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。単純に計算しますと、例えば不納欠損１９５万円に８７５万円

かけていると、例えばそれだけじゃないんですが、回収も含めて。そういう見方からす

ると、８７５万円かけるのが果たしていいのかどうかという部分もあるんですが、恐ら

くそれ以外の４，０００万円ぐらいの収納未済、そういった部分にも費用かかっている

のかなと思うんですが、人件費は１５万円ということは随分、ある意味では安いのかな

と思うんですが、これはコンピューター関係だけで８７５万円かかっているんですか、

再度。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。これにつきましては、滞繰分だけの収納ということでな

く、全体分の電算委託料、収納関係委託と。当該年度現年分も含めての委託でございま

す。以上でございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。すると、この決算資料に書いてある滞納管理システム業務委託

料８７１万５，０００円というのは、滞納という名が間違っているということですか。

収納に関する委託料という今説明だったんですが、この滞納というのは、じゃあ間違っ

ているということなんですかね。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。今私のちょっと説明がそうだったんですが、滞納管理シ

ステム、これ自体は過年度分全部の分でございます。これはかなりの人数、件数１件１

件ごとに管理させておりますので、それらを委託業務として電算の予算の方に支払いを

しているという内容でございます。 

 ２番（岩佐哲也君）はい、議長。いずれにしても、細部につきましては各課等の状況の質問の中

でお尋ねしていきますので、どちらにしましても収納大変だろうと思いますが、今後と

もそういったものに十分注意を払いながら再度やっていただくということで私の質問を



- 20 - 

以上で終わります。 

議 長（阿部 均君）２番岩佐哲也君の質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。 

      再開は１時といたします。 

午前１１時４２分 休 憩 

                                             

午後 １時００分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）６番遠藤龍之君の質疑を許します。６番遠藤龍之君登壇願います。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。山元町一般会計決算認定を初め、各種会計決算認定について総

括質疑を行います。 

      １点目は、平成２４年度山元町一般会計決算についてであります。 

      一般会計決算に見られる財政状況と取り組みについて、町税、地方交付税、国庫支出

金など、主な歳入と歳出については公債費の動向からどう評価されているか。 

      ２件目は、平成２４年度国民健康保険事業特別会計決算についてであります。 

      平成２４年度会計は、国保税引き下げを検討する、あるいは決定する大事な年であっ

たが、平成２４年度決算見ますと、相当な剰余金が生み出されています。こうした点を

踏まえまして、どのように評価されているのかお伺いをいたします。 

      ３件目は、平成２４年度介護保険事業特別会計決算についてであります。 

      平成２４年度会計は、保険料の引き上げ、そして、この年には被災者減免も半年で打

ち切られた年という中で、滞納額が増となっておりますが、平成２４年度決算をどう評

価しているかお伺いいたします。 

      以上３件を総括質疑といたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。 

      遠藤龍之議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、平成２４年度山元町一般会計決算についてですが、平成２４年度一般会計

の決算額は、歳入が約７７８億円、歳出は約７１６億円であり、このうち９３パーセン

トに当たる約６６８億円を復興・復旧関連事業が占め、その財源の大部分については国

からの復興交付金等により手当されております。 

      なお、残りの７パーセントに当たる約４８億円分の事業については、町の単独事業等

を含む経常経費分となっており、復興・復旧関連事業以外の事業についても震災前と同

様に取り組んでいるところであります。 

      次に、町の収入の根幹をなす町税については、約９億円の決算となり、前年度と比較

しますと約１，０００万円の微増であり、これは震災以降個人町民税及び固定資産税が

減尐傾向ではあるものの、軽自動車税、たばこ税の増加に加え、法人町民税が著しい増

加傾向にあることが影響しているものであります。 

      また、地方交付税については、震災関連の復旧・復興関連事業の本格化に伴う震災復

興特別交付税の増により約３０億円の増、国庫支出金では約４４９億円の増となってお
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ります。 

      次に、公債費の動向についてですが、震災により被災した施設に係る地方債の繰上償

還の実施に加え、今後の町単独の復興関連事業に係る財政需要に備えるため、現在は地

方債の発行を必要最小限にとどめていることから、地方債残高は昨年度より約２億６，

０００万円の減となっております。 

      なお、財源不足を補う赤字特例債である臨時財政対策債の借り入れについては、後年

度の交付税に参入されることから、昨年度に引き続き財源確保対策として限度額まで借

り入れをしております。 

      平成２４年度の一般会計決算については、国の手厚い財政支援により、前年度と比較

して財政状況全般としては大きな変化はございません。また、決算における健全化判断

比率の財政指標については、実質赤字比率や将来負担比率は改善傾向にあり、一定の健

全化は保っておりますが、今後復興関連事業の進捗により、相当程度の一般財源の持ち

出しが見込まれることから、限られた財源のもとで、事業執行に当たっては優先順位を

設けながら慎重な財政運営をする必要があると認識しております。 

      次に、大綱第２、平成２４年度国民健康保険事業特別会計決算についてですが、平成

２４年度に国民健康保険の負担軽減策として、財政調整基金を活用することによる国民

健康保険税の引き下げを検討し、平成２５年度から税率引き下げの決定を行ったところ

であります。 

      平成２４年度の決算の内容は、歳入において約１億７，０００万円の増となり、その

うち国庫支出金で１０１億４，０００万円の増と全体増分の８４パーセントを占めてお

り、要因は震災に伴う一部負担金免除の財源措置とした特別調整交付金の増によるもの

であります。 

      一方、歳出においては６８パーセントを占める保険給付費で約１５億３，０００万円

の執行額となり、執行率では９８．９パーセントとなっております。震災後被保険者数

は減尐傾向にありますが、１人当たりの医療費は平成２３年度と比較して１５．１パー

セント、受診回数は９．６パーセントそれぞれ急増しております。その中で６５歳以上

の１人当たりの年間医療費は５３万円と、６４歳未満の１人当たりの医療費約２７万円

の約２倍となっており、今後さらに高齢化が進む中で医療費の増加は続くものと認識し

ております。 

      次に、実質収支についてですが、決算剰余金は約２億１，０００万円となり、２分の

１以上に相当する１億１，０００万円を財政調整基金へ積み立てし、残りの約１億円は

平成２５年度に繰り越しするものであります。基金残高の推移につきましては、平成２

４年度末基金残高の約２億８，０００万円に今回の積立金１億１，０００万円を加え、

約３億９，０００万円となりますが、今定例会において約３，０００万円の基金取り崩

しをご提案していることから、税率改正を踏まえた当初予算計上額と合わせて約１億７，

０００万円の取り崩しとなり、残高約２億２，０００万円となる見込みであります。 

      今後平成２４年度の一部負担金免除の３か月分の６，０００万円が特別調整交付金と

して交付されることから、実質的な基金残高は２億８，０００万円となり、税率改正時

の推計どおりとなっております。 

      これまでの決算分析及び本年度の４月、５月分の医療費も同様に高い水準で推移して

おり、今後も引き続き医療費が増加する傾向が続くものと想定されることから、医療費
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等の動向を注視し、国民健康保険事業の安定した運営に努めるとともに、健康づくり運

動の普及並びに特定健診の受診率向上に努めてまいります。 

      次に、大綱第３、平成２４年度介護保険事業特別会計決算についてですが、平成２４

年度の歳入決算額は前年度対比で６．５パーセント増の１４億２，０００万円となって

おり、増加の要因につきましては、震災による保険料減免の措置が上半期で終了したこ

とによる保険料の増や一般会計からの介護給付費繰入金の増によるものであります。 

      また、滞納額につきましては、前年度対比では現年度分で１６０万円、滞納繰越分で

４０万円ふえており、前回の保険料改定時と同様の増加傾向があらわれております。こ

れは、震災による保険料減免措置の終了により、それまで年金引き落としだった被保険

者が支払い方法の変更に伴い納付書払いになったことで、納付忘れなどによることも要

因の１つと考えております。 

      一方、歳出においては、前年度対比で約８パーセント増の１３億６，０００万円とな

り、増加要因については国・県補助金等の償還金の増となっております。 

      平成２４年度決算については、前年度に引き続き、震災に伴う特異な決算を迎えた年

度ではありましたが、今後とも被保険者の推移や保険給付費の動向を重視するとともに、

高齢者に対しさらなる支援、サービスの提供に努めてまいります。以上でございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。さっきの町長の説明の中で、ちょっと確認したいんだけれども、

公債費のところについて２億円の減という表現をなさったかと、２億円の減ということ

で受け止めてよろしいのかどうか確認します。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。お尋ねの部分は、地方債残高はということです。これは昨年度

と比べて約２億６，０００万円の減というようなことでございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。一つは、一般会計について、収入未済額が７７億円、その多く

が国県支出金ということになっているようですが、その辺の要因、それから対策につい

てあれば伺います。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。収入未済額、国庫支出金、国・県支出金につきましては、

通常であれば予算に計上したものについては収入上計上されるというものでございます

が、いわゆる年度間の調整の中で、平成２４年度の財源に入れるか、平成２５年度の財

源に入れるかというような、いわゆる既収、未収の取り扱いを行っております。その関

係上、収入未済額というのが国・県支出金に関してふえているというものと理解してお

ります。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。これ国県支出金ではもうほとんど目的が明確になっている事業

かと思うんですが、ですから、対策費が年度間調整ということなんですが、これが消え

るわけではないというふうに受け止めてよろしいのかどうか。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。単年度で申せば、いわゆる収納率が低くなってはおりま

すが、それを歴年で見れば、１年度、２年度、年度間を通算して見れば、基本的に収納

率は１００パーセント近くなると理解してございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。わかりました。次、町税についてなんですが、先ほどの説明の

中でも９億１，０００万円の微増、しかしながら、その内訳を見ると、個人町民税は被

災等々の云々という、一方で、法人町民税が著しい増大、著しいという表現を使ったよ

うですが、これは６，０００万円、前年度ですね、が１億円を超したと。前後というこ

とから、そのような表現かと思いますが、しかしながら、これは例年で見ますと、この
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１０年間くらいの間で見ますれば最高でも８，０００万円、９，０００万円という時期

もあったと。それが世の中のあれで、とりわけ町内企業の落ち込みがあって６，０００

万円程度まで下がったということであって、そのような表現が当たっているかどうかと

いうところには疑問を持つところであります。 

      その辺については私の個人的な意見といいますか、考えということですが、その増の

要因について確認したいところですが、これも説明の中でこういった震災に遭って、そ

の関係でその関連事業が相当増大に入って、その影響という説明がありました中でも、

震災関連事業に伴う工事で事務所設置というような設置数が増加というのもこの大きな

要因の１つに含めているわけですが、先ほどもありましたが、町内企業とそれぞれ外の

企業、その辺の内訳というのは整理されているのかどうか。純粋に町内企業から上がっ

た税金、法人町民税というのはじゃあどのくらいなのか。その反対で、工事事務所数が

ふえたことによる増というのはどういう内容になっているのか、その辺整理してお伺い

いたします。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。ちょっと今ご質問ですが、町内法人と町外法人というこ

との区分けということですが、ちょっと今手元に、町内、町外までは分けておりません

ので、大変申しわけございませんが、時間をいただきたいと考えております。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。 

      再開は１時２５分といたします。 

午後 １時１８分 休 憩 

                                             

午後 １時２５分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

      ただいま資料等の精査準備中でありまして、また時間を要するということでございま

すので、暫時休憩といたします。 

午後 １時２５分 休 憩 

                                             

午後 １時３０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開いたします。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。大変貴重な時間、大変申しわけございませんでした。 

      町内外の関係でございますが、法人税は町内４７社でありまして、金額で６，４６７

万５，７００円、町外３８社、１，８１０万６，１００円、企業系８５社になります。

金額、所得割の金額ですが、（「はっきり」の声あり）所得割の法人税割の平成２４年度

決算額８，２７８万１，０００円、平成２３年度につきましては４，５２８万６，００

０円でございます。合計額です。以上でございます。 

      あと先ほど言いました、話になりました建設分ですが、新たに関係した分として出て

きましたのが約１６社ほど、新たに現場分として今回今決算になった分で、すみません、

２０社でございます。 



- 24 - 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。ちょっと今の答え、私の頭で整理されてないんですけれども、

単純にといいますか、もとの説明で外のこれまで町になかった企業がこのために町内に

事務所を移して、そして、そうした企業が落とした法人町民税がふえたことも増の要因

であるというような最初の説明があったわけで、であるならば、その外からきた企業の

増になったのはどのくらいなのかということと、知りたいのはですね、あと従来の地元

企業の増というのはどのくらいになっているのかということが聞きたかったわけなんで

すが、今の答弁の中ではその辺がちょっと理解しにくい、せっかく数字出してくれたん

ですが、ここで言いますと、町内４７というのは純然たる町内企業ということで考えて、

従来の町内企業と考えていいんですか。ということと、ですから、町外の３８社という

のが今言った説明の方の外の企業がこの町に事務所を建てたことによって生まれた法人

町民税１，８００万円ということで受け止めていいのかどうかお伺いします。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。議員ご質問のとおり、町内４７社は従前からの町内４７

社でございます。町内業者でございます。あと町外３８社のうち、建設関係でできまし

たのが約２１社と、新たに現場事務所としてふえたのが２１社ということでございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。そうすると、町内業者もこれまででも６，０００万円、これま

でというのは平成２３年度ね、６，０００万円というのはほとんど町内企業かと思われ

るんですが、その辺での前年度比もしわかればお伺いします。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。大変申しわけございませんけれども、法人税の方、町内、

町外業者という区分けで管理しておりませんので、大変申しわけございませんが、ちょ

っとまたこれについても調べて、後でまたご報告させていただきたいと考えております。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。何が最終的に確認したかったかというと、町内、先ほどの質問

にもありましたが、町内の業者がどれだけこの災害関連の企業に参加することができて、

そして利益、それなりでどれだけその分入っているかという、そのことである程度町内

企業の災害関連で、現地町内企業を優先するというふうな言葉ではそういうふうになっ

ていますが、実際じゃあそういう動きの中ではどうなのかということが確認したかった

ので、このような質問をしたわけでありますが、今の数字等々である程度理解できた。 

      ですから、著しいという表現が当たるかどうかというのは、その辺からも疑問が残る

ところなんですが、それでは、別な町内、町外にかかわらず、こうした震災関連事業の

量から見て、上がってきた法人町民税というのは実際妥当な税額となっているのかどう

か、この辺は数字が出ていますので、この辺については町長、どのような評価されてい

るかお伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。妥当かどうかというふうに問われますと、ちょっといろいろと

これは分析しませんと軽々に妥当性を論ずることはちょっと難しいんじゃないかという

ふうに思います。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。我々の認識といいますか、いろいろ伝えられているところでは

もう何百億円の事業がこの山元町に投資されているわけですが、そこから見ると何百億

円ですからね、すると、どのぐらいで、本当に素人考えになってしまいますが、そうす

ると、ある程度の数字というのは見えてくるのかなと、この素人の数字ですね。ですか

ら、素人の数字ではなくて、本来ならば専門家の皆さんからこういうくらいの事業に対

してはこのくらい入ってくるのが妥当といいますか、線ですよということがしっかりと

伝えられればよかったのですが、分析のしようがないというようなお答えでありますの
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で、してないということなんですが、あるいはする必要もないという立場なのかどうか

わかりませんが、しかし、今後の対策、対忚として、これはやはりきちんと分析して、

そしてしかるべきいただく、いただくと言うとおかしいんだけれども、当然入るべきも

のにはちゃんと目を監視して、そして、財政の収入の増につなげる対策、対忚というの

が求められると思いますが、その辺についての町長の姿勢をお伺いいたします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。ただいまのご質疑のところ全くそのとおりでございます。通常

私もこれまでの公務生活の中でいろいろと収入見込みを立てるというふうな機会もあり

ましたけれども、これは議員ご指摘のとおりでございまして、やはりより状況に即して

精度の高い収入見込みを立てながら財政運営をすべきだと。これは基本中の基本である

というふうに思いますので、この辺については今後しっかりと関係各課と連携しながら

取り組んでいかなくちゃならない問題だというふうに理解をするところでございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。この財源につきましては、町の貴重な自主財源、一般財源です

から、しっかりと分析等々を図られて、対策、対忚を図られたいということを求めてお

きます。 

      次に、これまた震災復興特別交付税剰余金の要因の１つとして、今後の対忚を懸念と

して翌年度精算となる返還金が相当含まれているとして、決算剰余金としての財調に積

み立ててこれを安易に取り崩さない、取り崩しを行うべきではないというふうな見方を

町ではしているようでありますが、そういう考えのようでありますが、実際、ただ震災

復興特別交付税というのは補助だとして、明確な事業量に対して出てくる数字であるわ

けですから、ある程度そんなに大きな差がない、その事業をする、しなかったならば当

然返さなくちゃならないですけれども、それはそんなに差のない、差が出てくるはずは

ないのではないかという疑問から確認するわけですが、どの程度の試算ができているの

かお伺いいたします。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。今現在、復興事業は適宜事業が進捗しているという状況

でございます。今財調、平成２４年度決算で大体２７億円ほどあると理解してございま

す。そのうち恐らくは１０億円程度につきましては、恐らく返さなければならないだろ

うというふうに見込んでおります。それはあくまで平成２４年度決算分でございます。

当然平成２５年度分でありますともっと財調は膨らむと出てございますが、平成２４年

度分で考えますと、大体１０億円程度は返さなければならないと、あくまで今の時点で

の推測でございますが、そういう状況でございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。この辺も貴重な財源ということで、それは正確に使っていただ

きながらも、今現在で２７億円に対して返さなくちゃならないと、この時点でですが、

そうすると、単純に考えれば１７億円は自由に使える金だというふうに、まずはそうい

う見方もありますという、この基金残高についてはそのような考えです。 

      次に、かわりまして復旧・復興関連の事業の中に本来町がこれまで予定されていた事

業はあるのかどうか。これまでというのはもっとずっと前から、前の計画に、前から今

の計画につながるんですけれども、その中で本来ならばこういう事業は一般財源の中で

対忚しなくちゃならない、一般財源にかかわる補助事業等々も含みながらやらなくてな

らない事業があって、それがこういうことが起きたことによって、震災関連の事業の中

で対忚することができたという事業があるのかどうかという質問であります。どこを見

て言えばいいんだかわからない。 
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企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。非常に難しい質問ではございます。いわゆる震災前に行

うべきだった事業が、震災復興交付金等で置きかえられたという質問だと理解します。

そう考えれば、尐なくとも震災前に必要であったハード事業が、いわゆる震災復興交付

金の性質からいってそのまま振り替えられるというようなものでもございませんので、

そういったものはほとんどないというふうに理解してございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。その辺については私もこれから学習して、本当になかったのか

どうかというのは追及してみたいと思います。 

      あともう一つ、この考え方なんですが、臨時財政対策債についての考え方もこちらで

述べているんですが、本来使うべきではないというような考え方に立って、しかしなが

ら、今はこういったもろもろの事業があって、これを最大限やっぱりそれも使いながら

この震災復興に対忚していかなければという表現をしておられるようでありますが、今

現在は今年度についても可能額まで発行するということですから、よろしいのですが、

この辺も臨時財政対策債というのもこの立派な、あるいは町の貴重な一般財源になって

いるんですよね。そして、そういうものを有効に活用して、本来いろいろまだまだ支援

の狭間にいる、そういった人たちもいます。補助の対象にならなかった方々とか、やっ

ぱりそういうところに光を当てるための財源の対象にもなるのではないかというふうに

考えるわけでありますが、その辺の考え方についてはいかがでしょうか、町長さん。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。今のお尋ねの部分については一定程度といいますか、財政運営

上の基本的な歳入確保の一環としてやっているわけでございますので、それを確保の上

で全体の施策を進めるというふうなことでありますから、当然そういうものも一定程度

含まれているというふうに理解するところでございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。有効に活用して、尐しでも狭間といいますか、隙間といいます

か、なかなか大変な方々に対しての財源の一部にもするべきだということを求めまして、

次はちょっと次元の違う質問になるかと思うんですが、これも結果ですから、その要因

について伺いたいんですが、町たばこ税も増になっているんですが、この辺の要因につ

いてはどのように考えておられるか。 

税務納税課長（平田篤司君）はい、議長。たばこに関しましては、若干本数等は伸びております。

ただ、金額的にたばこ税の分が伸びた要因としましては、やっぱり本数で伸びがあった

ということでございます。（「伸びた理由というか」の声あり）配分割合とかの税の改正

につきましては、前々年度でしたので、これについては同じと、平成２２年度改正でご

ざいましたので、売り上げがふえたというのが要因でございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。売り上げがふえたから税金もふえたんだべと。何でふえたのか

と。やっぱりたばこ吸う人がまたふえたのかなというようなことの確認をしたくての質

問だったんですが、別にそこまで町の税務課が考える話ではないと言われれば、そのよ

うに受け止めます。たばこ税についてはわかりました。 

      公債費が伸びている、そして、その要因の一つに、後年度の利息の軽減を図るという

ことを目的に繰上償還ということの説明でしたが、あとあわせてその説明の中に全部、

あるいは一部被災した施設について、これ公共施設のことですよね。の残滓に占める被

災割合分を一括繰上償還というようなことなんですが、この財源はどうなっているのか

お伺いします。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。一般会計に限定して申し上げます。今回、平成２４年度
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におきまして約１億７，０００万円程度繰上償還してございます。これにつきまして、

財源につきましては一般財源ということでございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。何の補償もないというか、被災したんだよね。それに対する世

の中では二重ローン等々の問題もあって、この分については一部凍結とか、いろいろな

支援策が講じられているようでありますが、公共についてはそういうのはないのですか。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。今ご指摘ありました点につきましては、国の方に財源措

置というのもしかるべきではないかという地方の声もございますが、被災した道路、公

共物等のまた繰上償還した場合の財源措置というのは、今のところ策定されてないとい

う状況でございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。逆に言いますと、この貴重な一般財源が、繰上償還はいいんで

すけれども、しかし、貴重な、今求められている一般財源に対してもろもろの事業が逆

にありますよね。やっぱりその辺の使い方をもっと慎重に考えないと、結局本当に今困

っている、あるいはすぐにやらなければならないというのが追いやられるといいますか、

この辺の金の使い方ももっと現場を見て、現地を見て、その状況を見て対忚するべきで

はないかというふうに思うわけでありますが、この辺について町長はどのようなお考え

をお持ちかお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。被災地の窮状に鑑みて、この償還等についても一定の配慮があ

ってもいいんじゃないかなというふうな思い、それは財政運営を考える、あるいはこの

被災地の窮状からしてそういうような考え方も大切なのかなというふうには思います。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。そういうふうな金を使えるようにするためにも、安心してです

ね。やはりそのことに対して矛盾を感じないかどうか。そのことというのは、被災した

施設のもう全くなくなった、普通だったならばなくなったものに対してまた借金残って

いるから、その分払わなくてならないんだよね。そのことをしないために、毎年毎年払

うのも申しわけないというか、それで一気にもう払ってしまいましょうと。それは一般

財源を使って払いましょうと。その分繰上償還だから、全体としては額は尐なくなると

いう利点もあるんですが、しかし、だから、やっぱりその一般財源の使い方で、そっち

を先にとればやっぱりその分おくれるというか、できない事業が出てくるということで、

これはやっぱり国に対してもっと強く言ってもいい、被災自治体としてこれは求めてい

い内容のものではないかと思うんですが、その辺は町長一人で頑張れと言っているつも

りはさらさらない。みんなと仲よく、それこそ住民一体となって、町長の言うように横

の自治体と、被災自治体と一緒になって、やっぱりそれは求めていかなくちゃならない

のではないかと思いますが、その辺について町長いかがでしょうか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。財政制度を尐し研究する中で、そういう考え方の合理性を確認

しながら、連携のとれる対忚であれば、議員ご指摘のような形でしっかりと対忚してい

くのも１つの手であるというふうには理解しますので、ちょっとその辺を模索してみた

いというふうに思います。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。模索するだけじゃなく、行動に移していただきたいということ、

いただくべきだということを求めて、次に国保会計に移ります。 

      国保について、そもそも大きな問題はないんですが、またしてもといいますか、決算

剰余、余り金が２億１，０００万円、前年度と比べても２、３千万円の増という状況が

結果として生まれているんですが、この決算剰余をどのように見るか、町長のお考えを
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伺います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。これまでもこの剰余金なり、基金の残高の考え方については、

前の議員といろいろと議論をさせていただいてきたところでございまして、基本的には

安定的な運営に資するためには、やっぱり一定の基金、財政調整基金が必要だというふ

うなことで運営してきましたし、先ほどお答えしましたとおり、最終的なといいますか、

実質的な基金残高というのは我々が考えていた、議会にもいろいろとお話を、説明をし

てきた、そういうふうな推計どおりに今のところなっているというようなことでござい

ますので、こういう形で今後とも運営をしてまいりたいなというふうに考えているとこ

ろでございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。そういう結論を出すのは早いかなと思うんですが、そもそもこ

の黒字額、２４、５、３、４億円に対して、２億円もの黒字、余り金を出すというそも

そもその財政運営に問題があるのではないかということでの今の質問なんですが、こと

しも、先ほどの説明の中で既にもう１億７，０００万円の取り崩しを行っている。前年

度はこの国保税を引き上げた年には、参考となる年のときのこの変動ももう本当にすさ

まじいといいますか、もう既に６月に補正して、大した２８３万円ですからね、９月に

して、１２月にして、３月にして、３月にもしているんですよ。２，６００万円ですか、

そうしたら計１億２，０００万円近い取り崩しを行った。 

      その時点では確かにもう金も底を突いて、でも、あのときの推計の中ではちゃんとそ

の前年度のそれも出して、そして一忚そこから出発した値下げ率というふうなことであ

あいう数字を出したんですが、しかし、その中にはさっき２億８，０００万円で上々だ

というお話もありましたが、実際その底なし推計の中から見ますと、平成２４年度の基

金の積み立て方は、平成２４年度は基本的に３，２００万円という推計なんですよ、剰

余金が。そして平成２５年度末、平成２６年度末で３００万円、３００万円、こういう

尐ない数字で実はあの税率が出てきたという。さっき推計と言ったから、推計ではどう

のと言ったから、おれは本当はこういう話ししねかなと思ったんだけれども、そっちが

そういうことでくるんだったら、こっちもという、そういうふうなんです。 

      この中から見れば、今回の結果というのは本当に問題にしなくちゃ、あるいはすべき、

本来ならですよ。別に赤になったわけでないですから、大幅な黒字ですから、それは喜

ぶべき、そこに文句を言うつもりはないんですけれども、しかし、毎年そういう決算で、

今度もまた平成２５年度の決算でまた同じく引き下げた年にこのくらい余り出している

んですからね。引き上げたときに余りが出てくるというのは正比例といいますか、わか

るんですが、国保税引き下げたんですよ。本来ならば入ってくるのが尐なくなるんだか

ら、その分だから取り崩して何とか間に合わせる。違うな。平成２４年度ではいいんだ。

平成２５年度がどうなるかということなんだけれども。その辺は大いに期待するところ

です。 

      考え方として推計と言ったから、推計どおり見るならば、決して喜ぶような状況には

ないということだけは伝えておきます。ことしももう既に６月に取り崩して、今回も９

月に、あと当初の１億３，０００万円、これは当初のときにも私言った記憶あります。

それはほら引き下げたから、その分やっぱり初年度スタートするのにはそこから持って

こないとあれなのかなということで、ある程度の理解は示したんですが、それにしても

何でこの年度間にこんな取り崩しで、そしてまた、元に戻るんだよ、大体金額的に。 
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      そうしたならば、借金でスタートしないでやるという運営法も、本当に安定したやり

方ということであれば、そういう運営の方法もあるんではないかというふうに思います

が、ここでそういうこまいことを言ってもあれですから、これはまた別の機会に確認す

るといたしまして、あともう一つ、せっかく推計というか、そのことを出してきたから、

それに基づいてお伺いしますと、３か年で取り崩し２億円ということでスタートしたん

ですよね、この３か年。その結果、平成２７年度末の基金残高が１億６，０００万円と

いう計画を立てているんですが、そういうことで間違いありませんねという、これは確

認にしておきます。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。今回の基金残高、一忚シミュレーションとほとんど同額

でというふうなお話はさせていただきました。今現在やっと計算、試算をしてから１年

目といいますか、そういう状況でのいろいろと情報を集めながらの設計でございます。

平成２５年度の残高の見通しとしてお話ししていますので、このままの推移でいけば３

年間のシミュレーションを何とか維持していきたいなというふうに考えてはおります。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。どうしたいとか、ああしたいということではなくて、今の計画

からするならば、その３年後の基金残高は１億６，０００万円と、そういう数字で税率

というのは決められたと。あのときいろいろ議論になったんだけれども、もっともっと

下げられないかというような話の中で、いやこういう、この推計のもとでどうしても１

億６，０００万円は最後に残しておきたいと。残すために、とすれば、あの当時あった

基金のこのくらいしか使えないということで、そして、あの税率が決まったわけなんで

すが、そして、それをそういう計画を立てた年が平成２４年なんですよね。その会計が

結果を見ると、このような大きな黒字額を生み出しているという、そして、その当時１

２月時点でもっとわかっているんでないかという話もしたんですけれども、もう最後ま

で見ないとわからないとか、あと医療費の動向云々というようなことでこの数字に最終

的になったものですから、この数字に間違いはないですよねということの確認です。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。いろいろ常任委員会何なりで試算の数値とかをご覧にな

って、そのような、今のような質問、疑問というようなことだと解釈いたします。実は

いろいろ示す数字の中で、今回見込めなかったといいますか、今回にあらわれてきた数

字なんていうようなところもございますけれども、１つといたしましては、大きな収入

の差額というふうなことで理由にさせていただきましたが、国庫補助金の部分ですね。

１．４億円の開きがございます。これにつきましては、数字的にお示ししましたのが年

明けですね。２月の時点くらいなわけでございますけれども、その段階ではこの国保の

部分、特別調整交付金でございますけれども、こちらにつきましては、まだ申請の資料

の調整中というようなことから、数値につきましては固まっておりませんでした。そう

いったものが実際決算となってあらわれた場合につきましては、実は１．４億円の増と

いうふうな形になっておりまして、その分剰余金の方がふえたというふうな我々は分析

をしてございます。以上です。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。その部分もあのときに議論したつもりもありますが、その時点

でわからないというのも大体の、そこに戻ると余り戻りたくないんだけれども、そうい

うんであれば、その時点で当然推測予想はつくはず。だって、それだって大きく変わら

ないんだから、その減免点を国が補償するというだけの話なんだから、町で減免した分

が１億円だったら、１億円近くは全くかかった分、１００パーセントくるかどうかは別
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にしても、ある程度予想はできるはずなんですよ。半分しかこないというふうにはなら

ないわけだから、どう考えても。向うで１００パーセント面倒見ると国ではそういうふ

うに明言している話、制度なわけですからね。そこではある程度、そして税金はもう対

象決まっているんだから、減免の対象も決まっているわけだから、数字出ているんだか

ら。それに近い金は国保として入ってくるというのはもう当然その時期にわかっている

はずなんです。それをわからなかったということでは、もうまた話がもとに戻ってしま

うわけなんですが、多分にそういうことではないと、おれは今の言葉そう受け止めたん

だけれども、そうではないようだというか、その辺は深く求めません。 

      ただ、年間の財政運営のやっぱりこの国保も介護もしかりなんだけれども、この辺も

う尐し慎重にといいますか、細かく対忚しないで、というのは、相手が本当にみんな困

って、一部負担の、これは介護で聞くかと思ったんだけれども、医療減免、とりわけ被

災者の方々は、それがもとに戻っただけでも大きな負担、もともと払っていたものだか

ら、本来はそう思えない話なんだけれども、実際被災者の方々から見れば１年間、ある

いは１年半なのかな、減免された分。それがもとに戻っただけでも相当な負担感を覚え

ているというのは、これもまた現実なんです。 

      話をよく見れば、もとに戻った、今まで減免したのが戻ったんだから、当たり前じゃ

ないのと、普通じゃないのという見方も一方にあるわけで、とりわけ被災者は今まで毎

月、こういう話もありました。年間、半年分請求されて１７万円、今まで全く払ってい

ない。これは一事例です。が、毎月にすると相当な額になります、今まで払う必要のな

かったものが改めて払うようにという現実もある。 

      そのくらい深刻な実は制度、これはもう全国の制度ですから、ここでいろいろ言って

もあれなんだけれども、そういう制度であるからこそ、尐しでもやっぱりその負担を軽

くするような運営等々、取り組みというのは、そうした人たちの身になって、状況を十

分に考えて進めていかなければならないというふうに思っているものですから、こうい

う質問になるわけですが、やっぱりその辺の姿勢は、今後もそうした姿勢を崩さないと

いいますか、十分そうした人たちを見ながらの体制、対忚を図られないというふうに思

うわけですが、この点については町長にお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。まず、前段の基金の推移、見通しは、当初説明していた傾向、

推移をたどっているというようなことでご理解を賜りたいし、ただいま直接的な質問に

ついては、いろいろご指摘のように、基金残高の適正規模というふうなことを念頭に置

きつつ、より精度の高い国保財政の運営をしていかなくちゃならないと、そういうふう

な思いでいるところでございます。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。国保につきましては、また別の機会に取り上げたいと思います。 

      次に、３件目の介護についてお伺いします。 

      この件については、滞納額、収入未済額のこの３年間の推移わかるかと思うんですが、

その辺を見てどう評価されているか、分析されているかをお伺いします。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。滞納額等につきましては徐々にふえている傾向にあると

いうふうなところでございます。特に、今回につきましては、普通徴収分の額の方が伸

びたなというふうな状況に見ております。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。私は単純に前年度と比較すると７００万円もふえた。１．７倍

だな、平成２３年度は１，０００万円の収入未済額ということで、かなりの急増という
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この事象、現象を捉えてこの部分について、その増についてはどう見ているのかという

ことを確認したかったわけですが、この件につきましては、先ほどの答弁の中でも今お

話しになった、これまで特徴だったのが、特別徴収がこういった状況があって普通徴収

になって、本来特徴の人が普通徴収になって、その普通徴収の人たちの納付忘れ等々と

いうのも要因の１つということで、先ほど説明がされたわけですが、果たしてそれだけ

かと。そういう納付忘れとか何とかということだったならば、それは伝えればいいだけ

の話であって、それが明確な要因の一つに挙げていいものかどうかということについて

は疑問に思うわけですが、その辺についてはどのようにお受け止めになるのかお伺いし

ます。 

保健福祉課長（渡邊隆弘君）はい、議長。今年度につきましては、料金改定後の途中であるという

ふうなことでございます。それから、やはり震災後というふうなことでの、いずれ被災

者の方々の生活状況なり何なりというふうなものにつきましても影響というのの中には

入っているというふうに考えてはおります。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。私もそういう見方をしているんですが、といいますのは、平成

２２年度の場合には約１，４００万円が滞納、平成２３年度で１，０００万円、これは

被災した震災の年で、もろもろの減免等々があったというようなことが影響しているの

かなというふうに思います。平成２４年度は、平成２４年度半年分９月まで減免されて

いたんですが、その後は打ち切られて払わなくちゃならなくなったということが影響し

ているのかなと。一挙に１．７倍ですからね、７０パーセント増と、数値的に見ると。

ですから、それは減免が打ち切られたということが大きく起因しているのかなというふ

うに私はこう見たんですが、町長はその辺はどのように分析されるかお伺いいたします。 

      評価の方なんだから、町長に聞いたんだよ、おれ。数字ではなくて、そういう現象に

なっているということで、それを町長としてはどう見るかということ、私はそう思って

いないんだったら、それでいいんで、あるいは現状がよく、今のところわからないとい

えばわからないということで、わからないというか、精査すればまたそういうふうにな

るかもわからないけれども。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。遠藤議員ご指摘のような状況かなというふうには思っておりま

す。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。だから、滞納が多いから悪いとか何とかという話ではなくて、

私が訴えたいのは、やっぱりそういう今のとりわけこの被災地に対する国の対忚、県の

対忚、町の対忚、現実には町の対忚ということになるわけですが、やっぱりこの辺でこ

ういう結果を見て次に生かす、今後に生かす対策をどうするかというふうに、そういう

ことを考えるというのがこの決算認定の大きな目的というふうになるわけですが、こう

いう原因、要因が明確になりつつあるならば、今とりわけ宮城県内で大きな問題となっ

ております一部医療費の減免の復活、あるいは半年前に打ち切られた減免の税保険料の

そういったものの国の対忚、県の対忚に対して、これまた被災自治体一丸となって、一

体となって国に求めるなり、あるいは県に求めるなり、これは堂々と求められる課題で

はないかと。本当に被災自治体の首長、我々も含めてなんですが、やっぱりそうした被

災者を見た姿勢をぜひ強めてほしいと、この結果を見て。と思うわけですが、町長、そ

の辺の姿勢についてお伺いします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。医療費の減免措置の再検討、復活というようなことでございま
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すけれども、これについては基本的には我々の負担、県も含めた負担の度合いというふ

うなことで、いろいろ検討の余地がありというふうなことで推移しているわけでござい

ますけれども、その後我々も相当程度ご指摘のような減免復活の要望なり意向を県の方

に上げる中で、県としても今一定の範囲、あるいは対象世帯の絞り込みというふうなこ

とを前提としつつも、負担額を抑制した上で国に要請する方向で調整をしていると。当

然我が町も含めて関係市町の意向もそこに反映された中で、県の方でそういうふうな対

忚をしていただいておりますので、ぜひその実現に向けて引き続き努力をしてまいりた

いというふうに思っております。 

 ６番（遠藤龍之君）はい、議長。やっぱりこの間の一般会計初め、各種会計の財政状況、あるい

は取り組みで、この結果から見てまだまだ対策・対忚というのは考えられるのかなとい

うふうに思います。有効活用、あるいは工夫した取り組み、そうした中から尐しでも一

般財源化といいますか、自由に使える金を生み出して、そして、そうした隅々といいま

すか、隙間、隙間、そういった方々たちの対策に充てるべきだということを求めまして

終わります。 

議 長（阿部 均君）６番遠藤龍之君の質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩といたします。 

      再開は２時３０分といたします。 

午後 ２時１７分 休 憩 

                                             

午後 ２時３０分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開します。 

      休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）１０番岩佐 隆君の質疑を許します。１０番岩佐 隆君登壇願います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。平成２５年第３回議会定例会におきまして、平成２４年度の決

算の認定に当たり総括的な観点から３項目にわたり５点質問します。 

      東日本大震災から２年６か月目を迎え、復旧期から復興期に係る決算であり、今後の

事業の推進、復興、発展期を見据えれば大変重要な決算であると考えられます。一般会

計では、歳入合計７７７億５，５２０万３，０００円、歳出合計７１６億２，４４９万

１，０００円で、差引６１億３，０７１万２，０００円の黒字で、１９億円の財政調整

基金に積み立てられることになっております。前年度の対比でも歳入で１８３．６パー

セント増、歳出で１８７パーセント増になっています。震災から復旧・復興の事業によ

り、復興交付金を含めた多額の国・県からの財政的な支援があり、決算後の数字につな

がっているものと思われます。 

      しかし、今後の事業を早期に進めていくためには、タイムスケジュール、事業計画の

精査、財源確保の最大限の努力、どれが欠けてもスムーズな事業進捗はあり得ないと思

っております。そこで、平成２４年度の決算に当たり復興事業の事業の点検、今後の事

業を進め、施設等維持管理費、運営も考えると、本町で考えている復興事業１７９事業、

３，６００万円の事業費も８年間の中で国から復興交付金という形で本当に財源の手当

ができるのかと不安を覚えております。今年度の決算期に十分な事業執行、金額の精査
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を行い、自主財源の確保についても施策の誘導、事業実施の中でも考えていくべきと思

われます。 

      大綱１、工事の発注状況について。 

      １点目、平均落札率が９２．１パーセントと上がってきております。要因は。 

      ２点目、町内・町外業者に対する発注件数と金額について。 

      ３点目、繰越事業件数と理由は。 

      大綱第２、復興事業について。 

      事業件数、事業費、財源、タイムスケジュール、事業の評価は。 

      大綱第３、税収増につながる政策・事業について。 

      実績と事業の評価は。 

      以上、大綱３点にわたり５点の質問とします。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。岩佐 隆議員のご質問にお答えいたします。 

      大綱第１、工事の発注状況についての１点目、平均落札率の上昇要因についてですが、

平成２４年度における工事請負の落札率については９２．１パーセントであり、平成２

３年度の落札率９１．５パーセントと比較すると、０．６パーセントの微増となってい

る状況であります。 

      工事発注に際しての落札率の動向につきましては、工事の発注時期や工期、あるいは

業者の工事技術のランクによっても変わってくるものとは存じますが、平成２３年度と

比較して落札率が若干上昇している要因の一つとしては、資材費の高騰や人員不足によ

る工事コストの増が影響しているものと推測しております。 

      また、被災地における工事発注量が増加し、多くの手持ち工事を抱える業者がふえた

ことにより、一般競争入札に参加する業者の減尐や指名競争入札については入札を辞退

する業者が増加傾向にあることも要因の一つであると推測しております。 

      次に、２点目、町内・町外業者に対する発注状況についてですが、平成２４年度の工

事の発注件数については、町内業者５２件、町外業者６９件であり、その落札額につい

ては町内業者が約９億円、町外業者は約７１億円となっております。 

      次に、３点目、繰越事業の状況についてですが、平成２３年度から２４年度に繰り越

した事業等の件数は２８件であり、平成２３年度内に事業が完了できなかった主な要因

については、震災直後の対忚に追われ、事業の実施が半年遅れたことや、復旧・復興に

係る事業についての予算措置が９月以降であったことによるものと考えております。 

      なお、繰り越しした事業２８件のうち、２４件については事業が完了しておりますが、

牛橋公園災害復旧事業、太陽ニュータウン災害復旧事業、台風１５号による河川の災害

復旧事業及び下水道施設関連災害復旧事業計４件については、現在も事業が継続してい

る状況ではあるものの、今年中には完了できる見込みとなっております。 

      次に、２点目、復興事業の件数、事業費、財源、タイムスケジュール及び評価につい

てですが、平成２４年度一般会計の決算額は、歳入が約７７８億円、歳出は約７１６億

円であり、このうち約９３パーセントに当たる約６６８億円を復興・復旧関連事業が占

めております。このうち、町の本格的な復興に不可欠な事業として、環境省補助金を財

源とする災害廃棄物処理事業及び復興交付金を財源とする事業についてご説明いたしま

す。 

      まず、災害廃棄物処理事業につきまして、平成２４年度においては約１６８億円の決
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算額となりました。東日本大震災により発生した災害廃棄物は、当町における通常の廃

棄物の約１５０年分にも相当する膨大な量でありますが、最終的な処分を県に委任した

ことにより事業は順調に進んでおり、平成２５年度末までに完了するめどがついており

ます。 

      次に、復興交付金事業につきまして、平成２４年度においては３３事業で約５３億円

の決算額となりました。決算額の大きい事業としましては、いちご団地化整備事業が約

２９億円、防災集団移転促進事業が約１０億円、災害公営住宅整備事業が約８億円とな

っております。いちご団地整備事業については、平成２４年度に全４団地の基盤造成工

事が完了したほか、育苗用パイプハウス１６４棟が完成しております。本年７月末には

夜冷施設４５棟が完成しましたほか、鉄筋不足等の問題はありましたが、８月末には栽

培施設５６棟が完成し、今月５日に農家への引き渡しを終えております。現在は定植作

業が行われており、１１月に収穫、出荷が予定されております。 

      防災集団移転促進事業については、平成２４年度に被災宅地約１５万平方メートル、

契約者数２１９名となりますが、これの買い取りを行いましたほか、新山下駅周辺地区

の新市街地造成に係る用地約１万７，０００平方メートル、これは契約者８名でござい

ますが、これを取得しております。 

      災害公営住宅整備事業については、平成２４年度に１８戸が完成し、県内最速での入

居が可能となりました。本年７月には新たに３２戸が完成しており、年度内に合計で７

５戸が完成する予定となっております。 

      なお、防災集団移転促進事業、津波復興拠点整備事業及び災害公営住宅整備事業によ

る新市街地整備につきましては、設計、施工一括発注方式により、新山下駅周辺地区及

び新坂元駅周辺地区において本年６月に発注先の共同企業体が決定しております。町と

しましては、平成２６年度末までに事業が完了し、平成２７年度末までに新市街地にお

ける戸建て住宅及び災害公営住宅の入居が全て実現することを目指しております。 

      以上のとおり、復興事業は、町の本格的な復興に向け着実に前進していると考えてお

り、今後はこの動きをさらに加速化させてまいります。 

      次に、大綱第３、税収増につながる事業の実績についてですが、町では震災復興計画

の基本理念において、誰もが住みたくなるようなまちづくりとして新たな産業形態の確

立、新たな居住地の形成、集約化を掲げ、にぎわいと活力のあるまちづくりを目指して

おりますが、議員ご指摘のとおり、経済基盤を構築し、生活の基盤である就業の場を確

保することを通じて税収増につなげていくことが極めて重要であると考えております。 

      平成２４年度に実施いたしました新たな産業形態の確立に向けた具体的な事業展開の

一つとしては、復興関連事業におけるいちご団地化整備事業を実施しており、平成２４

年度は全４団地の基盤造成工事が完了するとともに、育苗用パイプハウス１６４棟が完

成し、１１月からは本格的な生産、出荷ができる運びとなっております。 

      また、就労の場の確保につきましても、平成２４年度の誘致活動において産業造園の

企業誘致を目指し、農畜産及び施設園芸関係企業１０社程度と折衝しており、新たな産

業形態の確立に向け取り組んでおります。 

      次に、新たな居住地の形成、集約化に向けた具体的な事業展開の一つとしては、従来

から見込んでおりました人口減尐の抑制と地域の活性化を図ることを目的とした定住促

進事業がございます。この事業は、平成２０年度から継続しておりますが、平成２４年
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度には子育て５世帯、新規転入４世帯の９世帯で１３名が転入し、約５６９万円を交付

しております。補助金の交付を受けた９世帯のうち、７世帯の世帯主が４０歳代までの

方であったこともあり、町の将来を担う子育て世代の定住は進んでいるものと評価して

おります。 

      次に、復興関連事業の取り組みについてですが、新市街地整備に関する防災集団移転

促進事業、災害公営住宅整備事業及び津波復興拠点整備事業を継続事業として取り組ん

でおり、新市街地完成後においては、住民の集住及び商業施設の出店が進むことなどに

より、地元経済が活性化し、税収増につながっていくものと理解しております。 

      また、新市街地整備に関するこれらの事業等については、既に工事受注業者が決定し

ている事業等もございますが、その後においても地元業者が受注企業共同体等から仕事

を請け負うこと等により、地域の活性化につなげていけるものと考えております。以上

でございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。まず、１点目からお伺いしたいと思います。 

      １点目で、落札率の関係ですけれども、前年度の平成２３年度から見ると若干ですけ

れども、０．６パーセント上がっているという形、あと平成２２年度から見ると、平成

２２年度は８５．５パーセントなので、今年度の落札率が上がっているということなん

ですけれども、実際に町長自身落札率の考え方として、今お話はお伺いしたんですけれ

ども、どういうふうな考え方を一忚考えていらっしゃるのか。簡単に言えば、上がった

ほうがいいのか下がったほうがいいのか、そういうことも含めて。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。落札率については、これは各企業、事業体の次の仕事に反映す

るといいますか、企業の生産活動なりが継続できるような適正な利潤を確保すべきであ

ろうというのが基本的な考えでございますし、一方では、一定の競争率のもとでいいも

のをできるだけ安い形で完成をさせてもらう、仕上げてもらうと、そういうふうな側面

も期待をしたいというふうに考えてございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。基本的には工事なんで、できるだけ私の観点からいくと、やは

り町で考えた工事の金額よりは率として落として、そして、できるだけ国民の税金、あ

るいは町税有効に適正な工事をしてもらいながら、有効な形で金額を抑えると、そうい

う形で考えていくのが私は普通だと思うんですけれども、今町長の答弁からみると、業

者の利益にも配慮しなくちゃだめだというお話もあったんですけれども、町の発注の考

え方として、それは後の話で、本来からいったらやはり業者の利益というよりは、やは

り税金をある程度投入するんですから、その税金をきちっとその事業の中で有効に使っ

ていって、工事の質を下げない中で、やはり落札率をできるだけ抑えて、それで工事を

してもらうという形だと思うんですよね。 

      そういった面で、例えばこの落札率、工事の質を落とさない中で、実際に金額をある

程度抑えていくために、入札制度の考え方があると思うんですけれども、基本的にさっ

き町長からお話しあった部分で、なかなか震災の中で工事業者が集まらなかったと、あ

るいは資材の高騰の中でなかなか全体の軽減につながらなくて、ある程度この落札率が

高くなった要因にもつながっているというお話ですけれども、町としてこの例えば入札

制度だったり、あるいは工事業者をふやす、そういった形の努力を入札なり、あるいは

工事発注の中でお考えになってきたのかどうか。担当でもいいですよ、担当。副町長で

もいいし、あと財政課長でもいいから、どちらでもいいですよ、担当。あと町長から最
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後に入れてもらいますから。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。入札の考え方でございます。地方自治法上の規定によれ

ば、原則としては一般競争入札であるということがあります。いわゆる事務軽減等を考

えて、そういった支障がなければ理論的には一般競争入札で執行するということをまず

考えておりました。それ以外の場合について、指名競争入札をした場合につきましても、

例えば経営審査事項の点数をできるだけ低くいたしまして競争性を保つといったことは、

今までもやってきたことでございます。 

      ただ、一方で、やはりこの復興業務が多忙な中で、事務軽減ということも考えなけれ

ばならないということからすると、その辺の比較考慮の中で事務量と競争性の確保とい

うことを考えてきたということでございます。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。今回の復興の状況の中での発注の形だったり、あるいは仕事の

業者の中でたくさんあるという状況も勘案していますけれども、ただ、実際にはやはり

原則的にできるだけ税金を投入する中で、工事の質を落とさない中で、幾らでもやはり

工事費を抑えていくと。それが私は基本であって、それから、例えば今財政課長がおっ

しゃったような全体のことを考えるべきでないかなと思うんですけれども、その辺ニワ

トリが先か卵が先かになると思うんですけれども、実際にはやはり本当に工事発注の前

提はどうなのか、お考えをお伺いします。 

副町長（門脇克行君）はい、議長。ただいま発注の前提の話がありましたけれども、先ほども担当

課長の方から答弁いたしましたが、地方自治法の基本的な考え方からすれば、原則一般

競争入札でありまして、例外的に指名ということではあるんですが、その精神の中には

やはり競争性の確保と、それから当然発注する目的である品質がしっかり確保されてい

るということが前提になるわけです。したがって、あとは先ほど事務の効率というのも

ございましたけれども、何が何でも全て一般競争入札ということではなくて、やはりそ

れぞれの発注業務の中で、指名競争入札であっても一定の競争性は当然確保できると。

あるいは品質も過去の施工実績であるとか、そういう状況を見ながら、これは進めるべ

きであろうというものについては、そういった形で個々に、これは指名委員会の中でも

常にしっかりと議論しながら対忚しているということでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。地方自治法の考え方の中で一般競争入札、ただ、なかなか時間

とか、ある程度制約があって指名競争入札、その指名競争入札であっても、やはり業者

の数をできるだけ確保していくという前提がないと、指名競争入札の競争原理というの

は働かないと思うんですよね。その中で、ある程度競争した中で、例えば工事ができた

り、あるいは金額的にも抑えることができたり、あるいは率も下がったりすると思うん

ですよ。そこがきちっと平成２４年度のこの今回の事業全体の中できちっとやはり考え

ていただきながら事務執行、あるいは制度の考え方としておやりになることができたの

かどうかということが、今回その９２．１パーセントの中での１つの執行部に対しての

考え方のお尋ねしたいという部分なんですけれども、町長。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。大震災からの復旧・復興業務が膨大になっている中で、議員ご

指摘の基本、原理原則をわきまえつつ、踏まえつつ、町としては状況を踏まえた中で精

いっぱいの対忚努力をさせてもらってきたというふうに理解しているところでございま

す。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。基本的には国の交付金だからとか、あと県からお金出ているか



- 37 - 

らという考え方というのは、私は公共事業の執行の中ではあり得ないと思うので、きち

っとやはり町の仕事として発注したり、あるいは入札の１つ基本的な考え方で、前の副

町長がよく言っておりましたけれども、魅力ある工事、事業にして、そして業者を多く

寄せて、それで競争原理を働かせるというお話も、今度オリンピックの関係の仕事で大

分忙しいと思うんですけれども、あの方も。 

      ただ、そういう形でお話しした部分、遺産と思ってお話しした魅力ある工事にするた

めに考えながら、そして業者も指名競争入札であればたくさん、このごろは尐しずつ平

成２５年度の事業の中で変わってきているんですけれども、この決算の事業に関しては、

やはり復旧・復興が進む中での発注という形で、年度内の予算という形もあって、なか

なかそういった観点も見られなかったのかなと思う部分があるんですよね。全体で担当、

現課の職員もそうだけれども、財政課、あるいは担当の副町長も含めて、十分それを考

えながらやるようにしないとうまくないと思いますので、今町長がおっしゃったように、

やはりこれから入札の部分、制度も考えるし、あとやはり落札率をできるだけ考えなが

ら、きちっと業者に競争してもらえるような形の入札制度をきちっと考えて、そして業

者の数もふやすような形で考えていく必要があるのかなと思いますので、それについて

ご指摘を申し上げておきたいと思います。 

      あと２番目の町内・町外業者に対するちょっと考え方ですけれども、これについて同

僚議員もちょっと税収の観点からお聞きした部分があるんですけれども、私の形で考え

ると、やはり全体の事業費で、先ほどの説明だと約１億円ちょっとということだったの、

金額が。あとの残りが町外業者という形だとお聞きしたんですけれども、その辺もう１

回確認したいと思います。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。今議論になっている部分といいますのは、我々のデータ

といたしまして、指名委員会のアンケートのありました工事請負の事業費ということで

ございます。その町内業者さんの入札見積もり合わせた落札額の合計ですが、平成２４

年度で申しますと、９億５００万円ということになってございます。（「町外は」の声あ

り）町外につきましては、７０億７，７００万円ということでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。大分差が、平成２４年度の決算の中でも地元業者が９億円、こ

れ数字から言ったら５２件で９億円ということなんですよね。工事の発注状況、５２件

で９億円。あと町外業者が６９件で７０億円ということですよね。それで、やはり発注

の形からいって、どうしても説明を受けた事業だと、例えばいちご団地の造成事業だっ

たり、あと集団移転事業、災害公営事業と、結構地元業者が町としてできないような事

業だという見込みの中での多分発注形態だったのかなとは思うんですけれども、実際は

例えばいちご団地の造成事業でも、亘理町なんかは、あっちはちょっとランクが上です

けれども、実際に造成事業なんかは地元業者に全部発注しているような形にはなってい

るんですよね。限定という形でなのかどうか。 

      これで、いちご団地の造成でも結構数字が上がってくるはずなんですよ。今回の本当

に９億円と７０億円ということで考えると、やはり地元業者の発注なり、あるいは地元

業者に魅力のある工事を提案することによって、地元で、先ほど町長がくしくも同僚議

員の質問の中で、地元業者に発注することによって税収を上げるような、そういった形

の考え方もやっぱりしていきたいという旨のお話もしていた経緯はあるんですけれども、

やはり実際にやっていた、この平成２４年度の決算の中で、そういったこともやはり考
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えていくべきだと思ったんですけれども、その辺について具体的に、例えば工事発注の

中でこの５２件、あるいは町外業者が発注した仕事の中でも、やっぱり山元町業者がで

きるような仕事が私は十分にあったのかなと思うんです。その辺のちょっと考え方につ

いてお尋ねします。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。ご指摘の点でございますが、やはり工事には、特に震災

復興関連工事につきましては、工期というものがございます。その適正工期を遵守する

ということからしますと、できるだけ大きなスケールメリットを働かせるという意味で

も、余り分割をしない形で工事を発注するということが多かったのは事実でございます。

それがもし工期との調整がつくのであれば、工事を分割して町内業者の方に受けていた

だけるようなところもあったかとは思いますが、何分その工期とのかみ合わせというか、

関係性もございますので、そういったことも考慮しながらこういった形の発注になった

と思ってございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。今財政課長言うように工期の問題は大きな工事の一つの指針で

ございますので、おっしゃるとおりだと思うんですけれども、ただ、問題は、やはり地

元業者を育成したり、あるいは地元業者に発注することによって税収をやっぱり、地元

に発注することによって工事をその業者にたくさんしてもらいながら、やっぱり山元町

の町に対しての税収の増につなげると、それもきちっと考えながらやっていかないと税

収がふえていかないと。後の議論でするつもりなんですけれども、やはり大事な部分な

んですよね。亘理町は、そういった面でいちご団地の造成、全部地元業者に発注をして、

そこで工事費を地元業者が収入としていただいて、そして平成２５年度のその建設業関

係の法人税の見込みが大分伸びております。 

      先ほど法人町民税の関係で、山元町のそういった業者の法人税、先ほど税務課長の方

から同僚議員のやつで一忚報告を受けた中で、１，４００万円程度かな、上がっている

のは。そのくらいなんですよね。ですから、亘理町の場合だと、今年度大体１６パーセ

ントぐらい伸びを見ていると、法人町民税で。やはり町の地元業者に対する考え方だっ

たり、あとこれから税収をふやすという、そういった観点での地元業者を育てるという

意味合い、そういったことも私は考えないと、いつまでたってもやはり地元業者が育成

できなかったり、あるいは税収の増につながっていかないという部分が私はあるんでな

いかと思うんですけれども、町長としてこの地元業者の発注だったり、地元業者の育成

について、今回の一忚決算の数字を見て、金額９億円で、あと発注が尐なかったという

部分と、あとこの中でも、今お話ししたように、地元業者に発注できるような、そうい

った工事があったのではないかと私は今いちご団地の例をとって申しておるんですけれ

ども、その辺について発注の中で、財政課長が今お話ししたように工期だけを重視した

と、そういう捉え方しか今お話聞いた中ではお伺いできないわけですけれども、町長と

してどういう考え方だったのか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。私が指名委員会の方に直接関与しているわけでございませんの

で、ちょっと答えにくいところもあるんでございますけれども、いろいろお隣のいちご

団地のお話も出していただきましたので、私の知る範囲でお答え申し上げれば、地元の

企業の育成、振興というのは、これはもうこれまでお話ししてきたとおり基本中の基本

というふうなことでございますし、あとは工事、工種の規模、内容によって参加資格が

町の業者さんの場合どういうふうな状況なのかというのは、皆さんが思っています、岩
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佐議員もご指摘のとおり、我が町と亘理町さんの業者さんの内容、規模、ランク、その

辺は当然異なるというふうな部分もございますし、そしてまた、亘理町さんの方からの

情報によりますと、亘理町さんの場合は、たしか組合をおつくりになって、受注環境を

整えたというふうなふうにもお伺いしておりますけれども、私どもとしても町内でそう

いうふうな体制が整うんであればというふうな思いもあるわけでございますけれども、

これは行政だけの一方的な思いだけで実現するわけでもございません。 

      というふうな、それなりの事情もあるわけでございまして、私としては願わくば周辺

のそういう取り組みを、議員ご指摘のようないい取り組みを参考にしながら、町内の皆

さんも一定の努力をしてもらう、我々も努力をするという中で、その辺が一致すると大

変ありがたいんでございますけれども、なかなか必ずしもお隣のような企業形態なり、

あるいはどこまで何を言ったらいいのかちょっと私も躊躇するところでございますけれ

ども、やはりその業界の事情がいろいろおありなんじゃないのかなというふうに捉える

わけでございまして、その辺が悩ましいところでもございます。 

      いずれにしましても、地元でできることはいろいろ皆さんに知恵を出してもらって、

いい例を参考にしてもらってやってもらうと。町としてもそういう形を実施、実行でき

るような方向性を尐しでも共有する中で企業の育成、振興に当たっていければというふ

うに考えているところでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。これからの考え方として、今町長が思いになっている考え方で

進めていただければなと思うんですけれども、ただ、平成２４年度当時、決算ですから、

戻しますと、例えば今お話しになった、町長はどこまでご存じだかわからないんですけ

れども、例えば亘理町のような災害のための地元の業者で組合つくったということ、山

元町でも実際はつくってはいるんですよね。平成２４年度当初であればね。平成２３年

度からつくっているし、あと例えばランクの問題でも、やはり私はランク以上のものを

地元業者に発注しろなんて制度上できないので、それを言っているわけではなくて、あ

くまでもやはり地元の業者の人たちができる、そういった土木業とか、あと管理技術者、

そういうのをある程度いる人たちがやはりそのランクの仕事を何千万円という、例えば

そのランクによるんですけれども、Ｓ系統。そのランクによるんですけれども、そうい

う形で考えた発注の仕方をしてくださいというお話をしているんですよね。 

      ですから、先ほどのお話の中で出てきているように、一忚これは発注の仕方だと思う

んですけれども、やはり工区を区切った中で、ある程度の事業種にしてやって、そこで

地元の参画する機会を与えてやるというのも、これは手法の一つですから。あと例えば

協議会がつくってないということで、実際にはつくってあるんですけれども、つくって

あって、その中でいろいろ会長さん、副会長さんいながら、実際に町といろいろやりと

りしながら、緊急時の対忚も含めてご相談申し上げたというお話も業者の皆さんからお

聞きはしていることではあるんですよね。 

      ですから、どういう形で地元業者の人たち、これ先ほどの１にも関連してくるんです

けれども、発注する機会をふやしていくか。そして、先ほどお話ししたように、やっぱ

り地元に対しての魅力ある工事をどういう形で町として、やっぱり業者育成だったり、

あるいは税収の確保のために提案できるかどうかということだと思うんですよ。その辺

を十分考えた中で、私はやっていただきたいと思うんですけれども、ただ、この平成２

４年度の決算の中で、発注の考え方としてなかなか見えない部分があるということを指
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摘をしているわけですので、その辺について町長が余り私は発注の責任者でないから、

それは考え方しか言えないということですから、副町長に、発注の本来であれば責任者

ですから。 

副町長（門脇克行君）はい、議長。今回さまざまな形で議論されておりますけれども、やはりこれ

だけの投資が行われているという中におきましては、やはり経済効果ということも考え

ますと、やはりできるものは地元の方に発注したいというところについては、私も全く

もって同感ではございます。 

      ただ、一方で、先ほどもちょっとご説明したとおり、発注に関しては大原則である地

方自治法の精神にのっとって考えれば、やっぱり本来の発注の目的、あるいは公金を使

うということでの公正さ、そういったことがまずは前提になった上で発注をしていかな

くちゃいけない。そういった基本的な考えの中で、どこまで経済効果、地元発注への折

り合いをつけていくか、両立をさせていくかということに尽きるのではないだろうかな

というふうに思っております。そこの個々の発注の中には、昨今特に昨年度は不調なん

かもあったわけでしょうが、工事の発注量が非常に大きくなってきている中で、まず受

注していただかなくちゃいけないということがございますので、そこ受注側の状況など

も勘案しながら、先ほどは分割、余り細分化し過ぎてしまうと、逆に受注不調が出てく

るというようなおそれも場合によって出てきたりすることもありますし、工期の関係を

考えますと、ある程度パッケージをして発注しなければならない。 

      やはりそれは一律にこうだということで基準を明確にできればいいわけですけれども、

今の状況から考えますと、これはまさに入札の指名委員会の中で個々に、常に先ほど述

べたような競争性、公正さ、それから品質の確保の上で地元にできるものはできる、地

元に発注しようという精神を我々持ってございますので、そういった視点の中で個々に

判断をさせていただいているということが実情でございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。今副町長言われるように、指名委員会の中で指名委員長として

の考え方だと思うんですけれども、各現課でいろいろ指名の考え方について煮詰めて、

それを指名委員会で最終的に決めていくということだと思うんですよ。その中で、今お

話ししたように、やっぱり目的もそうですけれども、副町長言われるように公平性、競

争性、それは当たり前の話で、それを含めた形で、先ほど言ったように魅力ある事業に

しながら地元の発注機会をいかにより多くつくっていくか。その辺を考えていくという

ことが、こういう地元の自治体の中で、あるいは復旧事業が進む中で、これからの一つ

の税収の増につなげるような形の考え方もきちっと持っていかないとだめだということ

なんですよ。 

      特に、先ほど来何回も言っているように、平成２４年度事業の中ではなかなか工事の

業者の数、前段でお話ししたように数もなかなか集まらなかったという部分はあるんで

すけれども、ただ、地元の業者はこの建設見てもそうですし、あるいは全体の事業費見

てもそうですけれども、やはり仕事をする機会がもう尐し発注の機会を与えてやるよう

な努力、町自体でしていくべきだったと私は思っておるところです。その辺を十分考え

た中で、やっぱりやる必要あると思うので、平成２４年度、これからこの決算の一つの

結果を見ながら平成２５年度、２６年度、あるいは復興事業全体の工事の中できちっと

やはり考えていくべきだと思いますので、その辺についてだけ町長に。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。先ほど来お話し申し上げているとおり、私としては徹底して地
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元企業の育成、振興ということをいろんな機会に申し上げております。問題は、それを

私の力不足なのか、担当部署の理解不足なのかという部分も、そういうふうに言われな

いように、この執行部の考え方を共通理解しながらしっかりと進めていかなくちゃなら

ないというふうに考えているところでございます。そういう基本的な部分を共有しなが

ら、この大震災での大変な今非常事態における発注、受注関係、できるだけ問題のない

形で進めていかなくちゃならないというふうに考えているところでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。町長から今答弁してもらった中では、やはりもう尐し担当課で

も知恵を絞りながら、きちっと指名委員会に上げてほしいと。そういう形で今私は捉え

たんですけれども、やはりそういう部分で町長の思いをきちんと担当課の中で頭に入れ

ながら指名委員会に上げて、あと指名委員会では最終的にやはり決断をしながらやって

いくと。やはりできるだけ分割発注も含めていろいろ発注の仕方あると思うんですよね。

私はわからないところもいっぱいあるんですけれども、そういったことで、地元業者に

きちっとやはり競争原理を働かせながら発注をして、公平性、競争性の中で発注できる

ような形、仕組み、それをきちっとやはり考えていくべきだと思いますので。 

      あと、これ３点目ですけれども、繰り越しの関係で、繰り越しの背景で、先ほど町長

の方からいろいろな背景がある中で、当時の復旧・復興の中で予算も９月の予算措置と

いう形の中で、なかなか事業展開ができなかったという形でお話を伺いました。そのと

おりで、なかなかあの当時復旧をする、そして、予算も国の予算がなかなかすぐにつか

ないという形の状態であったということで、私もあの当時見ておるところでございます。 

      ただ、本来事業の背景の中で、事業予算を―のために繰り越したのか、あるいは事業

の工事そのものが無理で年内の完成ができなかったのか、あるいは事業の進捗の見込み

違いで繰り越しをしたのか、あるいは事業計画が見込み違いで繰り越されたものとか、

いろいろあると思うんです。今のお話の中では大体が予算、一番最初言ったように９月、

事業の背景の中で事業予算取りがなかなか繰り越さなければできなった事業だというこ

となんですけれども、例えば今お話しした中で、事業計画の見込み違いで繰り越された

ものとか、例えば事業進捗の見込み違いで繰り越したものなんか、この繰り越しの件数

の中には入っているんですか。担当課。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。今ご指摘いただきました事業調整等で見込み違いという

お話もございましたが、その表現の問題ということで、９月補正以降対忚となったもの

が１８件ございました。それで、今ご指摘いただいた見込み違いというか、震災初期の

対忚に手間取りまして事業開始が遅れたものが５件、その他のものということで１件と

いうことが内訳でございます。以上でございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。この５件と１件のやつについては、最初の１８件というのは、

今復旧の事情の中でという形ですけれども、あと５件の１件というのはちょっと内容教

えてください。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。まず、その５件でございます。初期対忚による事業開始

の遅れでございますが、まず山元町国土利用計画策定業務委託でございます。それから

二つ目、南保育所修繕事業でございます。三つ目、児童クラブ備品購入事業でございま

す。それから四つ目、牛橋地区県営かんがい排水事業負担金でございます。最後の亓つ

目、河川管理事業でございます。その他１件でございますが、こちらは事業の申請と住

宅の完成が年度をまたいだということが主な理由でございまして、事業名といたしまし
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ては定住促進対策事業補助金でございます。以上でございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。本来事業の中で繰越事業をできるだけしないような形で進める

というのは財政上、運営上必要だと思うんですよね。何でかというと、やっぱり予算を

とってその中できちっと年度内にやりながら、本当に繰り越さなくてだめなものについ

ては繰り越すというのが財政運営上、事業運営上の基本だと思うんですけれども、それ

の中で、今５件、あるいは１件のその１８件以外の部分で、本来やはり見込み違いと計

画の中で実際もう尐し担当課だったり、あるいは全体の協議の中で繰り越しをしないで

進めるという形もできたのかなと思うんですけれども、その辺についてはどうなんです

か。これは違うの。 

企画財政課長（髙橋寿久君）はい、議長。各事業の個別の理由があるかとは思います。今の時点で

そういうご指摘をいただければもう尐し早い対忚ができた可能性もありますが、その時

点では、やはり各担当で震災の中できる限りの対忚をしたと考えてございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。指摘は間違いの部分ではないと。きちっと言われればそういう

形で早くできた可能性もあったのかなということなんですよね。ただ、やはり震災当時

の私も理解してお話ししているように、やはり震災当時の状況の中で、全部この件数を

進めるという形で考えるというのはなかなか難しかった部分もあると思うんですけれど

も、ただ、実際には私が見るに、やはり進捗状況、計画の中で、見込み違いで繰り越さ

れたものも若干あるんでないかと。それが私はやはり計画をつくる中で動きながらとい

う形ではなくて、やはり事業計画があって、あくまでもそこで事業がなされると。結果

完成するという形になるんでしょうけれども、そういった部分をもう１回事業計画、そ

して事業進捗、あるいはそこの中での事業計画の中でのタイムスケジュール、きちっと

見ながら全体計画をつくると。そして、その中できちっと完成に結びつけるという形が

私は本来の形だと思いますので、その辺は十分考えていただくように今後お願いをした

いということでございます。 

      それで、今度は２点目でございます。 

      復興事業の関係で、件数、事業費、財源ということでお話をした中で、タイムスケジ

ュール、先ほどの町長の答弁の中では、復興事業は確実に進み、加速をしていると。た

だ、この平成２４年度事業に関して言っているのか、あるいは平成２５年度今進んでい

る状況を指しているのか、ちょっと答弁の中でわからない部分があったんですけれども、

平成２４年度に関してはそこまでは多分着実に、確実に進み加速しているまではなかな

か平成２４年度事業の中では言えなかった部分があったと思うんですけれども、その辺

についてはどうなんですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。復興事業という事業の範囲ですね、範疇ということであれば、

議員ご指摘のとおりだと思います。平成２４年度は本格復興に向けての初年度というふ

うなこともありまして、私平成２４年度については平成２５年度からの本格復興に向け

ての準備、その仕込みの期間だというふうなことで、これまでも表現してきたつもりで

ございますので、確かに目に見える形というようなこととなればそのとおりでございま

して、いわゆる飛行機が離陸するためのウォームアップといいますか、準備といいます

か、ソフト中心に都市計画決定とか、事業認可とか、そういう面で相当程度エネルギー

を投入をしてきた時期が平成２４年度だというようなことで考えております。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。先ほど答弁の中でタイムスケジュールの部分で、復興事業に関



- 43 - 

してはスケジュールどおりやられるということで答弁いただいたと思うんですけれども、

それで確認をしたいと思いますけれども、よろしいですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。復興事業につきましては、前段お答えしたような準備期間を経

て、平成２５年度にご紹介させていただいたような災害公営住宅なり、いちご団地なり、

あるいは新市街地のこの設計、施工一括発注とか、一定の具体の姿が見えてきたという

ふうな部分も含めて本格的な復興に向けて着実に前進を見ているというふうに受け止め

ているところでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。タイムスケジュールの件は、一定のスピードの中で平成２４年

度一忚進んでおったということで、町長にお伺いしたんですけれども、例えば財源等で

復興交付金を含めた形の手当、あの当時だと４次になるのかな、４次か５次あたりの復

興交付金の申請の中での多分対忚だと思うんですけれども、なかなか事業を復興庁の方

に説明する中で、なかなかその満額の形の交付金がとれなかったという当時のお話もあ

ったわけですけれども、その点についてはどうですか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。個別の問題は確かにご指摘の部分もございます。復興事業全体

として捉えた場合どうかという部分と、一つ一つの個々の事業の進捗状況を照らし合わ

せたときには、必ずしも全てがスムーズにというふうな状況ではないというようなこと

も、これも確かでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。なかなか担当課なり、特別委員会で復興事業進捗、あるいは復

興交付金のその財源の説明を受ける中で、やはり事業を十分に精査をしながら、復興庁

と財源の関係のやりとりをすると、そういう形でないと、よっぽど精査していかないと

復興庁の方でもなかなか交付金で交付決定されないというお話もあったんですよね。多

分平成２４年度もそういう形で、今町長がおっしゃったように何件かにわたっては交付

決定が遅れたと、そういうこともあったと思うんですよ。個別の話はしませんからね、

総括なので。 

      ただ、そういう形で考えると、やはり事業精査を十分にしながら、復興庁と復興交付

金について、あるいはほかの事業展開にしても財源になるそういった省庁といろいろ渡

り合って話しするということが、今回の復興交付金の決定を例にしても必要だと思うん

ですよね。ですので、やはり担当課の中で十分な事業の精査を行いながら、復興庁の折

衝に当たると。 

      ただ、町長はいつもお話しなさっているように、やっぱり復興計画の中でとにかくあ

りとあらゆるものを入れ込んだと。１７９事業、３，６００億円の事業費でということ

で。ただ、やっぱりこの辺できちっと基幹事業だったり、効果促進事業のすみ分けは復

興計画の中でできているんですけれども、その中で実際にやはり事業そのものが本当に

交付金としてとれるものかとれないものかのやっぱり判断をしていく必要性もあると思

うんですよね。 

      そして、別の財源の確保という形になると思うので、それをするためには、やはり平

成２３年度、２４年度の交付申請の中で復興庁の職員とうちの職員のやりとりきちっと

何回もやっているんで、どういう形で事業申請をしながら復興交付金をとれるのか、そ

れを平成２４年度のそういう事業の精査だったり、あるいは交付決定の中で十分担当課

の人たちはわかっていると思うんで、そこも考えてやはりこれからの復興交付金の事業

に結びつけさせていったり、あるいは財源の確保に結びつけさせていく必要があると思
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うんですけれども、その辺で、平成２４年度の決算から見て、これからどういうような

形で事業申請だったり、財源の確保につなげていったらいいのか、その辺についてご答

弁いただければなと思うんですけれども、町長か財政課長、どちらでもいいです。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。まず、この復興計画全体の捉え方としては、岩佐議員ご指摘の

とおりでございまして、町としてはこの復興計画を策定する仮定で、やはりかくあるべ

しというふうな思いの中で相当程度の事業を盛り込んできた経緯があるわけでございま

すが、これが２年、３年と時間が経過する中でのこの事業の捉え方ですね、これは復興

庁という部分もございます。各省庁との関係もございますし、３か年を取り組む中での

実現の可能性といったものも相当程度見えてきている部分もあります。これは我が町だ

けじゃなくて、ほかの被災地の取り組み状況などもにらむと、そういうふうな傾向がだ

んだんとわかってくるわけでございますので、そういう部分を踏まえながら、やはりこ

の８か年の計画の実施期間、スパン、ここの中で一定の見直しといいますか、ローリン

グといいますか、そういう考え方もやはり大事にしていかなくちゃならないだろうと。 

      そしてまた、そのそれぞれの基本方向である復旧、再生、発展期、これをにらんで生

活の再建からなりわいの関係、あるいは町がこれからできていく上で必要不可欠な交流

人口なり、交流拠点関係なり、これから必要なもの、必要な時期、これをよく精査しな

がら、まさにめり張りをつけてやっていかなくちゃならないだろうと、そういうふうに

は考えているところでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。それでは、最後の税収増につながる政策の事業、これについて

お話をしていきたいと思います。 

      平成２４年度の自主財源で、先ほどの同僚議員だったり、あるいは町長の答弁から、

一忚９億１，０００万円程度、そして１，０００万円程度が増になっているということ

で、平成２３年度から比べるとね。そういう形で今お話をお伺いした中です。この事業

で、いろいろ町長から先ほど税収増につながる施策についてご答弁をいただきました。

例えばいちご団地の造成で産業振興を図るとか、あるいは企業誘致のために１０社ほど

説得しているとか、いろいろ話があったわけですけれども、やはり多方面にわたって税

収増につながる施策、それを事業として平成２４年度展開したと思うんですけれども、

そこまでいってなかったのかどうか。そこまでいってなかったのかどうか、まず最初に

お伺いしたいです。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。税収増につながる取り組み、平成２４年度の中でということで

ございますけれども、この件につきましても、前段お答えしましたとおり、平成２３年

度からの時間の経過の中で、やはりいろいろと先行して対忚しなくちゃならない事務事

業との関係もございますので、あるいは税収増というふうなことになれば、一定の時間

が経過しないとなかなかそれを目に見えた形での確認、検証というのは難しい部分もあ

るというふうなこともございますが、いずれにしてもそれぞれの年度においてできるだ

け一つ一つのものが具体化、具現化するその先に税収増というふうなことが期待される

わけでございますので、平成２４年度はすべからく準備、仕込み期間というようなこと

でご理解を賜ればありがたいというふうに思います。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。仕込み期間だというお話ですから、では、さっきご答弁なさっ

た中で、企業誘致の関係、１０社と接触をしたということなので、そのちょっと内容に

ついて、あるいはその接触するに当たってお金もかかっていると思うんですけれども、
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あとこまい部分についてはどのくらいお金かかったというのは、あと特別委員会で別な

形でお聞きするんですけれども、ざっとどういう形で、どういう企業と、どういうよう

な方向で話したのか、ちょっと説明をしていただければなと思います。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。私の方から基本的な部分をお話し申し上げ、産業振興課長の方

から多尐補足をしたいというふうに思いますが、まず基本的に１０社程度ということで、

先ほど農畜産、あるいは施設園芸関係の企業を中心としてというふうなお話し申し上げ

ましたけれども、その種の関係につきましては、相手があることでございますので、な

かなか具体の固有名詞を上げてというのはちょっと控えさせていただきたいというふう

に思いますけれども、今回の町の復興計画をにらんで、それぞれの企業さんが山元町の

今後のまちづくりなり、あるいは山元町の有する自然なり環境というふうな部分に着目

してお話を寄せていただいているというふうな部分が大部分かなというふうに考えてい

るところでございます。まだまだ折衝、交渉の緒についた段階というふうなことでござ

いますので、これは産業振興課を中心として私も先頭に立って、１社でも２社でも我が

町に進出をしていただけるように取り組んでまいりたいというふうに思っているところ

でございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。基本的にどこの企業だというのは私も聞くつもりありませんの

で、総括だから。ただ、１０社であればどういう企業で、さっきは農業関連、生産関連

のどういう企業で、どこまでの話し合いがこの平成２４年度の中で話されているのか。

先ほど町長は助走段階だから、助走するということは必ず飛び上がるということだから、

ずっと助走したら川に入っていくだけだから、助走段階なんだけれども、飛び上がるま

でにどういう形でステップを重ねるのか。その辺は担当課長詳しいのかどうかわからな

いけれども、１０社程度でどういった方向で、どういう企業と、中身はいいです。企業

の名前はいいですから、どのような企業で、どこまでの話で、どういう方向で進んでと

いうのは話しできますよね。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。今のところ町の方で対忚している状況では、一番なのは

立地の土地を求めて、そこの可能性について、具体にこういう事業をやるに当たって適

地かどうかというような問い合わせ等がメインであります。中には福島の方で被災をし

て具体的に土地を探して、こういう事業計画でというようなお話も伺って、それに合わ

せてうちの方で、町の方で用意できる便宜、土地、あるいはいろいろな規制関係、ある

いは補助金関係の情報提供、あるいは現地を具体に見るというようなことをするのがメ

インです。 

      ただ、一部については具体には土地を借りて、そこに作付を始めているというような

農業の関係の新たに法人を設立した企業もございます。ただ、なかなか土地の場所につ

いてはまとまった土地というのが、今現在用意しててもマッチングというのがなかなか

難しいのと、あと沿岸域の方で、具体的には東部地区の圃場整備に合わせた土地の正常

化、正常化をした後のその土地の有効活用といった観点から、町の方でもこの土地を活

用していただくような、こちらからの申し出というようなことでのマッチングというの

もやっておりますけれども、計画が今走っている最中でもございますので、具体に、ぴ

ったり具体になっているのは今お話しした１社ぐらいということでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。 

      担当課長普通は歯切れいいんだけれども、何だか今の話だと全然歯切れよくないよう



- 46 - 

に聞こえるんだけれども、実際に先ほど私がお話ししたのは、どういう企業で、１０社

という数字が出てきた、どういう企業で、どこまでいっているんだと。今途中経過の中

で、例えば土地を求めるに当たっての問い合わせとかの話もあったり、あるいはいろい

ろな制度を設計する中で、実際にその提案の関係の話だったり、そういう話はあるんだ

けれども、やっぱり企業を誘致するには段階があると思うんですよ。うちのところでど

ういうのか、どういう形で考えていくのか、相手側でどのくらいの土地を求めて、どう

いう状況で進んでくるのか。全然そこまでいってないということなのか、その１０社の

問い合わせの中で。具体に平成２４年度の中できちっとそれが企業誘致の一つの進め方

としてあったということで、そして１０社と接触したというお話なので、こちらからお

話を聞いているわけなので、その辺についてご説明いただければなと思います。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。具体には今申し上げたようなことで、個別具体にはちょ

っとお話は控えさせていただきたいんですけれども、一つなのは、農業を通して芝生関

係を作付したいというようなことで、５０ヘクタールぐらいの土地、そのうちの今１ヘ

クタールなり２ヘクタール具体に作付しているというのは、土地のご紹介をしながら始

まっているというのはございます。ただ、町が全面的にということではなくて、自助努

力の部分もございます。 

      あと、畜産関係で、これは被災地から新たな山元町という立地条件ですね、例えば仙

台市場に近いとか、あるいはインターチェンジがあるとか、そういった条件の中で１０

ヘクタール程度確保したいというお話もあります。 

      あとは県の方から問い合わせがあるのは、今町の方で撤退をしている企業の跡地につ

いては、町の方で立地できる土地ということでご紹介をしておりますけれども、それが

１．５ヘクタールだったり、５ヘクタールだったりというのが、これ製造業関係ですけ

れども、３件ほどあります。 

      あと具体にまだ事業計画の方が詰め切れてはいないと思いますけれども、農産物の加

工関係で、これは土地というよりも直売所的なところとか、加工、あるいは販売するよ

うな場所として２件ほど情報の申し入れがあって、今対忚しているところがあります。 

     それから、あとは具体に自分たちに小さいところなんですが、今後発展させていくとい

うような意味で、現に一部作付を始めておりますけれども、町の方の忚援をもらって何

らかのこれからの振興作物ができないかというようなのが農業関係で１件ございます。 

     あとは野菜関係を作付をして付加価値をつけて、これも加工関係ですけれども、そして

直売所のようなものを営業できるような場所という問い合わせですね、これが２件。あ

るいは浜でワインをつくっていた機構さんがありますけれども、そういったところの復

興をしたいというようなことで、ワイナリーの再生というようなことで、４０ヘクター

ルぐらいという思いでおられるところがありますけれども、今後新たな事業の展開とい

うことなので、ちょっと見通しがまだはっきりしてないところもございますけれども、

相談に乗っているというようなところでございまして、今申し上げましたように、どち

らかというと製造業が３割、それから農業、それから農産物の加工関係で７割というよ

うな内容でのお問い合わせがございまして、それなりの対忚をしているということでご

ざいます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。これは平成２４年度なんでしょう、あくまでも。平成２４年度

ということで。平成２４年度ということは、多分今年度助走して、もう進むような段階
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になっているのかなとは思うんですけれども、ただ、問題は、今のお話聞くと、企業誘

致というよりは生産法人だったり、あるいは直売所みたいな形で、ちょっと企業誘致と

違うその観点でのお話かなと思うんですけれども、本来の企業誘致の今までの執行部が

話しした企業誘致と今のようなお話はちょっと違うような形なんですけれども、その点

についてはどうなんですか。そういう形の企業誘致も含めて、これから平成２４年度の

いろいろ話し合いの中で平成２４年度、２５年度とつなげていくという形で考えていら

っしゃるのか。あるいは平成２４年度ですから、尻切れとんぼになった部分もあるとい

うことなのか。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。本来の町の方として具体にはメインになるのは、やはり

製造業というのが本来の企業誘致、立地というような対象になろうかと思います。これ

については、平成２４年度については今の企業も含めて農業特区、あるいはものづくり

特区というような形で平成２４年度は対忚してまいりまして、受け皿としては用意して

おりますけれども、被災地として有利な点をお示ししながら、町の方としても忚募を受

けるようにいろいろなところとお話をしていますが、なかなか厳しい状況ではあるとい

うようなことでございます。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。今担当課長から出てきた農業特区、ものづくり特区、その結局

利点を生かした企業誘致、それをどういうふうにお考えになったのか、平成２４年度。 

産業振興課長（寺島一夫君）はい、議長。特区については、一忚町の中で今企業が立地可能なとこ

ろを特区として県の方に申請をして、具体には補修をかけて、その中で例えば年末だっ

たと思いますけれども、緑地条例の緩和条例を設置するなり何なりして、今までかなり

の緑地面積を確保するのを１パーセントぐらいに抑える、もう進出できるようにすると

いうような対忚等を法令関係としては受け皿としては実施しております。以上です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。企業誘致だったり、農業振興の中で農業特区、ものづくり特区

の関係、非常に重要な国の制度ですから、県が実際に手を挙げて認可になっている、そ

して、町もそれに対忚してある程度の地域を選定しながら対忚しているという現状にあ

ると思うんですけれども、ただ、やっぱり制度がなかなか平成２４年度の中でも生かし

切れていないとか、あるいは対忚するような企業がなかなか入り込むような形の中身で

なかったということも実際にはあったと思うんですよ。 

      ですので、やはり平成２４年度の中でそういう形で、これから税収の増につなげるよ

うな形で考えれば、やはり尐しでも多くの企業の人たちに入り込んでいただくような形、

ただ、今のお話だと１０社の中で、なかなか経過も含めて企業誘致前途多難だなという、

そういった平成２４年度多難だったなと。これからも非常に難しいなという思いですけ

れども、やはり税収増の施策の中で大きな位置づけを占めるということで、先ほど町長

が何本かの柱の中でお話ししているんで、きちっとそれをつなげていくような形で考え

ていってほしい。 

      あと、その中、税収増の施策の中で、やはり地域活性化をする、定住事業もそうなん

ですけれども、雇用をどういう形で創出させていくかということが、一忚平成２４年度

の事業展開の中でも結構大きな事業の柱だったりしたのかなと思うんですけれども、雇

用の創出ということで。あくまでもやっぱり復旧をやって復興する。その中で、雇用の

創出につながる事業、定住化も含めて、あるいは市街地をつくる。先ほどお話しになっ

たように、一忚助走の段階での高齢人口増にしたりして町税をふやす、あるいは産業振
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興を図りながら雇用の増大を図って、その中で実際にまちづくりを進めていくという観

点で、多分平成２４年度、先ほど町長が何点かのお話の中で出てきた雇用創出につなが

る事業なんかというのもあったかなと思うんですけれども、その点でいちご団地とか、

あるいはほかの雇用創出につながる事業の考え方として、平成２４年度どういったもの

があったのか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。税収増、これ継続的な税収増につながる部分と、一過性的な部

分もあろうかというふうに思います。この復旧という部分は多分にそういう側面を有し

ているのかなというふうに思いますが、例えば津波が浸水した水田の農地復興組合によ

る対忚、あるいは瓦れきの２次処理、プラントでの一定期間の雇用と、こういうふうな

ものも本格的な税収増の前のつなぎ的な過渡期の税収増の一つというふうにとらえられ

るのかなというふうには考えているところでございます。（「継続性のやつは」の声あり） 

      継続性的なものについては、先ほどご紹介させていただいたことを中心にして、まず

は復旧、あるいは復興の基盤を一定程度整えていかなくちゃならないだろうと。新しい

市街地であったり、農地の基盤の整備に向けた復旧というふうなことが一定程度進む中

に、次のステップとして、先ほどご紹介した１０件前後の話に加えてのもろもろの引き

合い、あるいはこちらからのアプローチも含めた企業の誘致というふうなことが相まっ

て、税収増につながる個々の事業展開、姿というものがあらわれてくるんじゃないのか

なというふうに考えているところでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。先ほど町長が答弁した中で、定住化事業、事業費で５６０万円

ほどで定住化事業につなげていっているというか、定住化をしてもらう形で新しい家を

建てた方、子育て世代の方でいろいろ申し込みをして対忚したということなんですけれ

ども、これもある意味では税収増につながっていくと思うんですけれども、ただ、全体

を考えると、事業費をこのくらいとってやっぱり来てもらった中での将来的な効果とい

う形で考えると、効果が若干尐ないのかなという気はするんですけれども、ただ、これ

を平成２４年度の中できちっと５６０万円、あるいは今後の形として、そういう部分も

含めてこれから税収増の施策としてつなげていくというつもりがおありなのかどうか、

広げながらやっていくと。今回の効果的にはどうだったのか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。我が町の人口構成の尐しでもいい方向に是正していければと。

特に若年層を中心とした皆さんが定住をしてもらえるような施策としては、ご指摘の定

住促進事業が相当の役割を果たすというふうに理解しておりますので、この事業につい

ては継続して取り組んでいきたいというふうに思っているところでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。先ほどお話ししたように９億１，０００万円という自主財源、

これは町長としてどうお思いになりますか。今の山元町のこの財政状況、復興事業を別

にしても、平成２２年度とか２１年度だと大体１３億円程度が、あるいは１３億から１

３億５，０００万円、その程度が自主財源と言われるような財源だったと思うんですよ

ね。あと交付税とか、いろいろ税の部分も含めて、あと国県支出金とか含めて全体に財

政運営をしてきたと、５５億円程度でおやりになっていたという形だったんですけれど

も、人口とか、あるいは全体の復興事業の中での考え方あるにしても、９億円程度の自

主財源、平成２４年度、それをどうお考えになるのか。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。まちづくり、あるいはこの町の行財政の運営というふうなこと

を考えれば、当然のことながら、議員同様一定程度の自主財源の確保というのは極めて
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重要な問題でございますので、これは先ほど来からご紹介している政策なり、事業を通

して年々一定の税収を確保して、町の行財政尐しでも円滑な形で推進をしていかなくち

ゃならないし、していきたいというふうに考えているところでございます。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。今のお話からいくと、９億１，０００万円という自主財源、そ

れをこれから、人口は減っているんですけれども、ふやしていくという考え方がおあり

なのかどうか。今のお話だとふやしていきたいということでもとれるんですけれども。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。先ほど来から議員のご質問に基本的にお答えしているとおり、

税収増につながる各種の施策、事務事業を推進を今していると、しなければならないと

いうことでございますので、その必要性は全くそのとおりでございます。一方で、これ

もこれまで申し上げているとおり、人口が減っている中での町を維持していくための共

通経費的なもの、これは極力減らす方向でやっていかなくちゃいけないというふうなこ

とで、アウトソーシングの部分も、これも含めて、あるいは上下水道のこれからの維持

管理のあり方等々、自主財源の確保と同時に、そういう経常的な経費の削減、これにつ

いても相当程度取り組む中で、できるだけ財政運営に支障のない、バランスのとれた財

政運営ができるように意を用いていかなくちゃならないというふうに考えているところ

です。 

１０番（岩佐 隆君）はい、議長。やっぱり平成２４年度の決算全体を見る中で、先ほどお話しし

た中出てきていますように、やはりきちっと復旧から復興に向かって財源をどう考えて

いくのか。そして、事業をどういう形で具体的にタイムスケジュールに合わせて進めて

いくか。その辺は平成２４年度の決算の中でやはりきちっと明確に出ていると思うんで

すよね。それにあわせて、これからは代表監査委員が先ほどくしくもご指摘していただ

いたように、やっぱり復興の中でこれから財政のあり方を冷静に見つめながら、きちっ

と財政対忚を考えていくんだというお話が出てきました。やはり自主財源をいかに確保

しながら復興事業を進めていくかということにつながっていくと思うので、その辺は平

成２４年度の決算、今から特別審査の中でこまく精査をしながらこれからにつなげてい

きたいと思いますので、執行部でもぜひそういった対忚をこれから考えていただきたい

と。以上です。町長から最後に。 

町 長（齋藤俊夫君）はい、議長。財政運営につきましては、代表監査委員から先ほどお話をちょ

うだいしたとおり、一定程度の財政運営をしているというふうなことでございますし、

決して大変な最中ではございますけれども、無理な、あるいは無駄な執行に陥ることな

く、あるいは将来の負担と、あるいは復興が本格化する中でのまた相当程度の町として

の持ち出しというふうなことも多々想定されるわけでございますので、その辺を十分踏

まえた行財政の運営に引き続き取り組んでまいりたいというふうに思っております。 

議 長（阿部 均君）１０番岩佐 隆君の質疑を終わります。 

      これで総括質疑を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）お諮りします。ただいま議題となっております認定第１号から認定第７号ま

でについては、議長及び議会選出監査委員を除く全員をもって構成する決算審査特別委

員会を設置し、これに付託の上、審査することにしたいと思います。これにご異議あり

ませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 



- 50 - 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      よって、認定第１号から認定第７号までについては、議長及び議会選出監査委員を除

く全員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査すること

に決定しました。決算審査特別委員会の委員の方々は、直ちに第１、第２委員会室で会

合の上、委員長、副委員長を互選し、その結果を議長まで報告願います。 

                                             

議 長（阿部 均君）この際、暫時休憩します。 

午後 ４時０４分 休 憩 

                                             

午後 ４時１４分 再 開 

議 長（阿部 均君）再開します。休憩前に引き続き会議を開きます。 

                                             

議 長（阿部 均君）決算審査特別委員会の委員長、副委員長が互選され、その結果が報告されま

したので、事務局長から報告させます。 

事務局長（渡邊秀哉君）はい、議長。ご報告いたします。 

      決算審査特別委員会の委員長に遠藤龍之君、副委員長に岩佐 豊君が選任されました。 

      以上で報告を終わります。 

                                             

議 長（阿部 均君）お諮りいたします。決算審査特別委員会に地方自治法第９８条第１項及び同

法第１００条第１項の規定による権限を委任したいと思います。これにご異議ありませ

んか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      よって、決算審査特別委員会に地方自治法第９８条第１項及び同法第１００条第１項

の規定による権限を委任することに決定しました。 

      お諮りいたします。ただいま決算審査特別委員会に付託しました認定第１号から認定

第７号までについては、山元町議会会議規則第４５条第１項の規定により、９月１７日

午後５時までに審査を終了するよう期限をつけることにしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶものあり〕 

議 長（阿部 均君）異議なしと認めます。 

      よって、認定第１号から認定第７号までについては、９月１７日午後５時までに審査

を終了するよう期限をつけることに決定しました。 

                                             

議 長（阿部 均君）以上で本日の議事日程は全て終了しました。 

      本日はこれで散会します。 

      次の会議は９月１９日会議であります。 

      皆さん、大変ご苦労さまでございました。 

 

午後 ４時１７分 散 会 
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